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政策課題１ 消費者被害を防止し、救済を図る 

（１－１）消費者被害の防止 

施策名 施策の概要 所管部局 

高齢者の消費者
被害防止のため
の地域における
仕組みづくりの
促進 

 高齢者被害対策の強化のため、平成１８年度から地域における高齢
者の消費者被害防止のための仕組みづくりの促進を東京都重点事業
として開始した。 
 区市町村及び関係機関の代表を委員とした高齢者の消費者被害防
止対策検討委員会を設置し、平成１９年３月、都内各区市町村向けに
仕組みづくりのガイドラインを策定した。 
 ２１年度は、都内全域での仕組みづくりの目標期間とした３年が経
過したので、各地域の取組み状況を総括した。ガイドラインに定める
仕組みづくりのための４つの要件を満たす区市町村は、平成２１年１
１月の調査で２３区２０市で、ガイドライン策定後１５区１４市増加
した。４つの要件をすべて満たしていない地域も実態としては見守り
の体制ができているところがほとんどで、目標はほぼ達成できたとい
える。 
 今後は構築された仕組みを有効に活用してもらうための取組を進
めていく。 

生活文化局 

東京都多重債務
問題対策協議会
の運営 

 多重債務問題は自殺や家庭崩壊を招くことも多く、社会問題ともな
っている。また、平成１８年１２月の国の「改善プログラム」の策定、
都内消費生活センターにおける多重債務に係る相談件数の増加等を
受け、東京都では、平成１９年８月に多重債務問題対策協議会及び多
重債務問題対策庁内連絡会議を設置した。この協議会においては、多
重債務者の生活再建及び多重債務問題の防止・抑止を目的として、庁
内各局や関係団体が連携し、総合的な取組を推進する。 
 協議会に５つの部会を設置し、それぞれの分野で専門的な議論を経
て、目標を定め、現在、各部会において多重債務相談モデルの普及・
実施、「セーフティーネット」貸付事業、といった具体的取組が進め
られている。 
 今後は、開始した具体的取組について、定着・充実を図っていく。 

生活文化局 
福祉保健局 

多重債務問題の
未然防止 

 多重債務問題は、まず都民が多重債務に陥らないようにすることが
何より重要である。そのためには、早くから発達段階に応じた金融経
済教育が重要であると考えられる。 
 現在、平成１９年８月に設置した多重債務問題対策協議会において
関係機関と連携し、初等中等教育における金融経済教育モデル事業や
大学生協との連携による大学生向け金融経済教育を進めるとともに、
消費生活総合センターにおいても啓発用ビデオ作成や消費者講座に
より社会人も含めた幅広い教育・啓発活動を推進している。 
 今後は、実施した事業の検証を行いながらより効果的な方法を工夫
し、多重債務問題の未然防止を図る。 

生活文化局 

行政刑罰導入の
検討 

  第１９次東京都消費生活対策審議会の答申を受け、平成１９年７月
施行の改正東京都消費生活条例では、悪質事業者に対する処分を強化
するため、行政処分である過料という形で罰則を導入した。しかし、
増加の一途をたどる消費者被害の実態から悪質事業者に対する抑止
効果を更に大きくするため、平成１８年度から１９年度にかけて条例
への行政刑罰の導入について検討し、課題を整理した。この検討会の
報告を踏まえ、改正条例の運用状況、特商法の改正の動きなどを考慮
しながら、具体的な行政刑罰の導入について検討する。 

生活文化局 

架空・不当請求に
対する消費者被
害の未然・拡大防
止対策 

急増する架空請求被害に対応するため、平成１７年３月１日に架空
請求緊急対策班を設置し、使った覚えのない有料サイトの利用料を請
求してくる「架空請求」に対して、消費者被害の未然・拡大防止に取
り組んでいる。 
架空請求１１０番及び架空請求専用サイト「ＳＴＯＰ！架空請
求！」に都民から通報されたメールやサイト等が条例に違反していな
いかを認定し、条例違反事業者には文書警告を行い、架空請求に利用
された口座の凍結を金融機関に要請していく。また、都民にはホーム
ページ「ＳＴＯＰ！架空請求！」上で事業者名等を情報提供、携帯電
話会社及びサイトを管理するプロバイダには対策の要請、警視庁及び
総務省等に情報提供を行っていく。 
今後も、通報内容に留意し、新たな手口等が発生した場合には、対
応方法を検討していく。また、関連する法令の動向を注視し、法令権
限を積極的に活用していく。  

生活文化局 
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施策名 施策の概要 所管部局 

危害・危険情報の
収集・分析・発信 

 商品・サービスによる危害・危険を防止するため、消費生活総合
センター等に寄せられる相談情報をはじめ、商品等に関する危害・
危険情報を広く収集し、「危害防止対策検討会」において必要な対
応策について検討している。 
 安全性に疑いがある商品等については必要な調査を実施し、商品
等に関する安全確保について、事業者への指導、関係機関への要望、
消費者への注意喚起を行っている。 
 今後、引き続き、迅速かつ的確な情報の収集・分析を行うととも
に、関係機関と連携してその調査結果を日本工業規格（ＪＩＳ）に
反映させるよう、国に対し積極的に働きかけるなど、調査等の成果
の一層の活用を図っていく。  

生活文化局 

新たな事故情報
収集ルートの開
発と迅速な原因
究明による事故
の未然防止・拡大
防止 

 消費生活総合センターの相談件数のうち、商品等による危害・危
険に関するものは、全体の１％以下であるなど、事故の情報は表面
化しにくい実態がある。危害・危険の実態を把握するためには、消
費生活相談情報に加え、より積極的な事故情報の収集が必要である。 
 そのため、新たな事故情報収集ルートとして、平成１８年度から
東京消防庁と連携して「商品等事故情報連絡会」を開催していたが、
平成２１年９月の消費者安全法の施行に伴い、新たに都立産業技術
研究センター、東京都健康安全研究センター、国民生活センター等
からの専門家の参加を求め、「消費者事故等情報検討会」として改
組し、事故原因の究明、調査・分析機能の更なる強化を図っている。 
 収集した事故情報については、機動的調査、商品テストを実施し、
事故原因の究明及び商品等の危険性について検証を行うとともに、
調査、テスト結果等に基づき、事業者への指導、関係機関への要望、
消費者への注意喚起を行っている。 

生活文化局 

ヒヤリ・ハット情
報分析事業 
 

 平成２０年１月に公表された国民生活センター実施の国民生活動
向調査によると、購入した商品や利用したサービスについて不満を
感じたことがある、又は経済的・身体的な被害を受けたことがある
と答えた人のうち、消費生活センターなど行政の相談窓口に相談し
たのは４.１％となっている。このように、危害・危険情報は、取引
等に関して不利益を受けたという消費生活相談情報に対して顕在化
しにくく、身近に潜む危険を知らせるヒヤリ・ハット情報は、家庭
や社会の片隅に埋没してしまっている。 
 このような、商品による身近な危害を未然に防止するためには、
埋没しているヒヤリ・ハット情報の掘り起こしによる、危害・危険
情報の把握が不可欠である。 
 そのため、ヒヤリ・ハット情報を含めた事故情報を、インターネ
ットアンケート調査により収集・分析し、必要に応じて商品テスト
等の調査を実施し、都民に情報を発信していく。 

生活文化局 

「商品等安全対
策協議会」におけ
る消費者・事業者
の協力による商
品等の安全対策
の推進 

 消費者、事業者及び学識経験者で構成する「商品等の安全問題に
関する協議会」を設置し、平成１０年３月から７期にわたり、安全
対策が必要な商品（群）について、危害防止のための方策を協議・
検討し、具体的な提言を行ってきた。また、協議会の提言を踏まえ、
事業者、関係機関への要望、消費者への注意喚起を行っている。 
 協議会を機動的に運営し、より効果的な情報発信を行うため、平
成２０年度、「商品等安全対策協議会」に改組した。今後とも、常
設の機関として、タイムリーなテーマにより継続的に協議・検討を
行い、都民の安全な消費生活の確保を図っていく。 

生活文化局 

消費生活用製品
安全法に基づく
立入検査の実施
による製品の安
全性の確保 

 消費生活用製品安全法に基づき、消費者の生命、身体に危害を及
ぼす恐れが多いと認められる特定製品として指定された製品につい
て、販売店舗への立入検査を実施し、安全基準に適合する旨の表示
がなされていないなど、法に違反する事業者への指導を行っている。
特定製品には、これまでの６品目に加え平成２１年４月から、新た
に石油燃焼機器３品目が追加された。（ただし２年間の経過期間が
設定されている。）また、「長期使用製品安全点検制度」が平成２
１年４月から施行され、特定保守製品９品目の取引事業者に対する
立入検査も実施することとなった。 
 今後、対象品目の拡大も踏まえ、引き続き計画的に立入検査を実
施していく。 

生活文化局 
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施策名 施策の概要 所管部局 

消費者被害防止
啓発 

近年の消費者相談の傾向から、都民、特に高齢者と若者の消費者
被害が顕著であることから、それぞれキャンペーン等強化月間を設
け、ポスター、啓発チラシなどを用いた啓発活動を行っている。 
 キャンペーン活動に当たっては、ポスター、チラシの都内区市町
村への配付、また、各種メディアの組み合わせ、交通広告等の活用
を図り、関連部局、区市町村、関東甲信越ブロック各県などとの共
同事業として広範かつ効果的に展開している。またキャンペーン事
業については、「広報東京都」「東京くらしねっと」に掲載し、キ
ャンペーン事業の周知を行っている。 
 広報媒体、啓発対象などについて検討し、より適切で効果的な広
報活動を行い、消費者被害の未然防止・拡大防止を図る。 

生活文化局 

協働による消費
者教育・啓発（出
前講座・出前寄
席）の実施 

消費者問題解決のための多様な社会ニーズに応えていくには、行
政の対応だけでは限界があり、これを補完する団体等と連携・協働
することが重要である。消費者が合理的な選択・行動をとっていく
ために有益な情報発信を団体等との協働により実施することによ
り、消費者被害の未然防止・拡大防止を図る。 
 現在以下の２事業を実施している。 
 ①出前講座（コンシューマーエイドの派遣） 
   消費者問題に関する一定の知識を身につけた人を「東京都消費 
者啓発員」として養成し、各種団体等が消費者問題についての講 
座を実施する際の講師として派遣する。 
 ②出前寄席（ボランティア落語等による消費者啓発） 
   消費者に有益な情報をわかりやすく伝え、消費者被害の未然防 
止を図るため、悪質商法の手口や実態、その対応策等について、 
大学の落語研究会及び社会人ボランティアを活用して落語・漫
才・コントによる出前寄席を実施する。 
今後も新たな消費者問題を題材に、団体等と協働して事業を実施 
していく。 

生活文化局 

介護事業者など
への出前講座の
実施 

 悪質商法による高齢者被害が増加しているが、その背景には、単
独または夫婦のみで暮らす高齢者が増加し、身近に適切な相談相手
がいないという問題がある。 
 高齢者が地域のなかで安心して暮らしていくためには、社会全体
での見守りが必要であるため、平成１８年度から高齢者の身近にい
るホームヘルパー、ケアマネジャー等の介護事業者や民生委員など
を対象に、被害の早期発見、悪質商法の特徴、被害発見のポイント、
被害発見の対応などについての出前講座を実施している。 
 今後も引き続き、高齢消費者被害の早期発見・解決を図るため、
高齢者の身近にいる介護事業者などに対し、出前講座を実施する。 

生活文化局 

学校向け悪質商
法被害防止出前
講座の実施 

  若者の消費者被害を商法別にみると、「キャッチセールス」「ア
ポイントメントセールス」「マルチ商法」によるものが多く、社会
経験が浅く、契約に対する知識や経験も少ない若者を悪質事業者が
ターゲットにしていることがうかがえる。このような悪質商法の被
害を防止するためには、特に、社会に出る前の学生・生徒に対する
消費者教育・啓発が必要である。 
  都内の学校へ、消費生活相談の経験をもつ相談員などの講師を派
遣する「学校向け悪質商法被害防止の出前講座」を実施することに
より、「集める教育」では参加の難しい消費者へ学習の機会を提供
するとともに、若者に対してきめ細かい啓発を図ることにより、増
加する若者の消費者被害を未然に防止する。 

生活文化局 

 
 
 
 
 

 



                     - 48 - 

 

 

施策名 施策の概要 所管部局 

高齢者被害専用
相談の実施 

消費生活総合センターに寄せられる高齢者相談は、全相談件数中
２割程度と依然として多くを占め、その内容は悪質であり、被害額
も高額になってきている。 
 平成１８年度から、消費生活総合センターに高齢者支援グループ
を設け、専門相談員４名を配置するとともに、高齢者本人や家族か
ら相談を受ける高齢者専用電話「高齢者被害１１０番」を、また、
ケアマネージャー・ヘルパー・民生委員など高齢者の周囲の人たち
から高齢者被害の通報を受ける専用電話「高齢消費者見守りホット
ライン」を設置した。 
 今後とも、９月に行われる「高齢者被害防止キャンペーン」と連
携して「特別相談」を実施するなど、被害の防止・救済を図ってい
く。 

生活文化局 

相談情報システ
ムの活用 

 都及び区市町村で受け付けた消費生活相談情報をデータベース
化して消費者行政を支援する「東京都消費生活相談情報オンライン
システム（通称メコニス）」を昭和５９年度から、また、受け付け
た相談をその場でデータ化する直接入力システムを平成１５年度
から運用するとともに、業務の様々な場面で活用してきた。平成２
２年度からは、メコニスと直接入力システムを統合した全国的オン
ラインシステム（新ＰＩＯ－ＮＥＴシステム）が稼動開始した。 
 今後も、消費生活総合センター及び都内の消費生活センター等に
寄せられた相談情報を蓄積し、相談処理支援情報として活用すると
ともに、データを分析して都民への情報提供・消費者教育等各種事
業の実施、行政施策の企画立案等の基礎資料として活用する。 

生活文化局 

相談テストの実
施及び技術情報
の提供 

 商品・サービスによる事故等に関する消費生活相談を処理するに
あたり、その原因究明のため、当該商品等に係るテストや技術情報
の提供等を行うことにより、科学的な視点から、より安全で安心な
消費生活社会の実現を支えてきた。 
 今後とも、商品トラブルの急速な多様化・複雑化に対応するため、
外部の関係機関との連携強化や、より機動的なテストの実施をめざ
す。 

生活文化局 

高齢者を狙った
振り込め詐欺被
害防止 

 振り込め詐欺については、数度にわたる振り込め詐欺撲滅月間に
おける取組など、官民を挙げての集中的な対策の結果、平成２１年
の被害は前年に比べ約３分の１に減少したものの、下半期には、一
旦減少した被害が再度増加に転じ、下半期は上半期の約１.８倍も
の被害が発生した。さらに、都内の認知件数は、全国の約４分の１
を占めるに至り、依然と、深刻な状況にある。 
 被害者の約７割が女性であり、年齢別でみると６０歳代から８０
歳代で全体の約７割を占めており、こうした高齢の女性が被害にあ
いやすい犯罪である。 
 こうした状況を踏まえ、都では関係機関とともに、被害を受けや
すい都民に具体的な手口を示して注意喚起を図るため、振り込め詐
欺撃退キャンペーンや防犯講話を各地で実施したり、手口を再現し
た音声ＣＤやポスターを活用したりして被害防止を図っている。今
後ともこれまでの対策を強力に推進するとともに、新たな手口が出
現したその都度、速やかに対応していく。 

青少年・治安対策本
部 

安心して住宅リ
フォームができ
る環境整備 

リフォームの市場環境が十分に整備されていないことや、契約内
容が曖昧なこと等により、住宅リフォームに関するトラブルが発生
していることから、消費者が安心して住宅リフォームができる環境
を整備していくことが必要である。 
 このため、都は、平成１７年７月に、（財）東京都防災・建築ま
ちづくりセンター及び東京都地域住宅生産者協議会と連携し、「あ
んしん住宅リフォーム相談窓口」を設置し、戸建住宅のリフォーム
に関する専門家によるアドバイスを行っている。 
 また、平成１９年９月には、リフォーム事業者が守ることが望ま
しい行動基準である「住宅リフォーム事業者行動基準（リフォーム
１０）」を策定した。 
 今後も引き続き、専門相談を実施するほか、事業者団体等に対し
てリフォーム１０の普及を図る等の取組を行っていく。 

都市整備局 
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施策名 施策の概要 所管部局 

不動産取引に関
するトラブルの
未然防止 

 不動産取引においては、多種多様なトラブル等が発生しており、
相談件数も増加している。 
 このため、都は、不動産の売買・賃貸借等について、電話及び窓
口での相談を行い、トラブル解決へのアドバイスを行っているほ
か、宅地建物取引業者に対して、消費者からの相談に基づく指導や
業者の事務所への立入調査等を行い、特に悪質な業者については宅
地建物取引業法に基づく行政処分を行う等により、適正な不動産取
引の確保に努めている。 
 また、平成１６年には「賃貸住宅紛争防止条例」を制定し、宅地
建物取引業者に対して契約時に原状回復等の基本的な考え方や特
約の内容などの説明を行うことを義務付けるとともに、原状回復や
入居中の修繕等の基本的な考え方等についてわかりやすく解説し
た「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」の周知を図っている。 
 今後も引き続き、不動産取引に関するトラブルの未然防止に向け
て取り組んでいく。 

都市整備局 

成年後見制度等
の活用による消
費 者 被 害 の 防
止・救済体制の充
実 

 日常生活自立支援事業は、介護保険制度導入や社会福祉事業法等
の改正により、福祉サービスが措置から利用へと移行する中で、認
知症高齢者や知的障害者等、福祉サービスの利用対象者の利益の保
護を図る仕組みの一環として開始したもの。都においては本事業の
取組を進めるとともに、権利擁護への取組をより一層進めるため、
平成１４年度からは福祉サービス総合支援事業、平成１７年度から
は成年後見活用あんしん生活創造事業を開始している。 
 上記３事業については、その取組が都内区市町村等において着実
に進んできているところであり、今後も引き続き、事業実施主体へ
の支援を進めることにより、都内における権利擁護に係る総合的な
相談体制の充実、消費者被害の防止・救済体制の充実を図る。 

福祉保健局 

都民生活におい
て生じる事故防
止対策の推進 

 建築設備や家電製品、生活用品に起因して発生した日常生活事故
を、そのまま放置しておいた場合、重大事故や、繰り返し同種の事
故が発生するおそれがある。そこで、事故に起因した建築設備や家
電製品、生活用品を製造等した関係のある者に対し、事故の状況を
通知するとともに、都民に対しても公表し事故防止の知識の普及、
意識啓発を行い、都民生活における事故防止を図る。 

東京消防庁 

防災機器の不適
正販売等に係る
都民の被害等防
止対策 

 住宅用火災警報器や消火器をはじめとする住宅用防災機器等の
普及促進にあたり、不適切販売を防止するため、リーフレットやホ
ームページを通じ、悪質販売の被害にあわないよう注意喚起すると
ともに、クーリングオフ制度を紹介する。 

東京消防庁 

生活安全相談セ
ンター等におけ
る広報啓発活動 

 生活安全相談センター及び各警察署において、ヤミ金融や悪質商
法をはじめとする消費者に不安を与える事案につき、電話、面会等
の方法により幅広く相談を受理するに当たり、対応要領について指
導・助言を行っている。このことについて、消費者に対し周知を図
るとともに、対応要領や被害防止方策等についての助言を迅速・的
確に行うほか、警視庁ＨＰ、広報けいしちょう、チラシ等を活用し
た積極的な広報啓発活動を推進し、消費者被害の未然防止を図る。 

警視庁 

ハイテク犯罪被
害防止のための
情報発信・広報啓
発活動の推進 

ワンクリック料金請求やインターネット・オークション等による
消費者トラブルの増加を踏まえ、ハイテク犯罪対策総合センターで
は、警視庁ホームページ内に事例紹介形式の情報発信コーナーを設
けるほか、ハイテク犯罪相談窓口において対応要領について指導・
助言を行う。 
 警視庁ホームページ等を活用した情報発信、相談窓口の充実化を
図るほか、広報用リーフレット等を各署で行っているハイテク犯罪
被害防止教室・非行防止教室等で配布するなど、消費者に対する広
報啓発活動を推進し、消費者被害の未然防止を図る。 

警視庁 
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（１－２）消費者被害の救済 

施策名 施策の概要 所管部局 

東京都多重債務
問題対策協議会
の運営（再掲） 

 多重債務問題は自殺や家庭崩壊を招くことも多く、社会問題とも
なっている。また、平成１８年１２月の国の「改善プログラム」の
策定、都内消費生活センターにおける多重債務に係る相談件数の増
加等を受け、東京都では、平成１９年８月に多重債務問題対策協議
会及び多重債務問題対策庁内連絡会議を設置した。この協議会にお
いては、多重債務者の生活再建及び多重債務問題の防止・抑止を目
的として、庁内各局や関係団体が連携し、総合的な取組を推進する。 
 協議会に５つの部会を設置し、それぞれの分野で専門的な議論を
経て、目標を定め、現在、各部会において多重債務相談モデルの普
及・実施、「セーフティーネット」貸付事業、といった具体的取組
が進められている。 
 今後は、開始した具体的取組について、定着・充実を図っていく。 

生活文化局 
福祉保健局 

適格消費者団体
への支援 

  消費者被害が増加する中、消費者個人による訴訟が困難なことを
受けて、内閣総理大臣が認定する団体が消費者に代わり訴訟ができ
る消費者団体訴訟制度が平成１９年６月に創設された。この制度を
担う適格消費者団体が期待される役割を十分果たすことができるよ
う、平成１９年８月に消費者団体訴訟制度連絡会を設置し、定期的
に情報や意見の交換を行うとともに、必要な相談情報の提供、都が
行う専門研修への団体職員参加などの環境整備を進めている。 
 制度発足当時は消費者契約法のみの適用だったが、平成２１年度
以降は景品表示法、特定商取引法にも適用されるようになったこと
から、消費者、事業者への制度の周知、さらに被害救済の実効性を
高めるため、差止請求だけでなく損害賠償請求もできるよう制度を
整備することが課題である。 
 今後は適格消費者団体が活動しやすい環境整備を一層推進すると
ともに、制度の改善について国へ要望していく。  

生活文化局 

消費者被害救済
委員会の活用 

（紛争処理の付託） 
 消費生活総合センター等に寄せられた苦情・相談のうち、都民の
消費生活に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争につ
いて、知事の附属機関である「東京都消費者被害救済委員会」に付
託し、あっせんや調停を行うことで、公正かつ速やかな解決を図る。 
（処理結果の活用） 
 同一又は同種の原因による被害の防止及び救済を促進するため、
委員会における紛争処理の経過と結果を広く都民に周知するととも
に、相談機関における紛争解決に活用する。 
 また、関係機関に情報提供し、消費者の普及啓発、事業者の指導
等に活用する。 
(消費者訴訟の援助） 
 知事は、委員会に付託した案件が訴訟になった場合、条例が規定
する要件を満たすときは、委員会の意見を聴いて、当該被害者に対
し、委員会審議の過程で収集・調査した資料の提供、訴訟資金の貸
付等、訴訟活動に必要な援助を行う。 

生活文化局 

介護事業者など
への出前講座の
実施（再掲） 

 悪質商法による高齢者被害が増加しているが、その背景には、単
独または夫婦のみで暮らす高齢者が増加し、身近に適切な相談相手
がいないという問題がある。 
 高齢者が地域のなかで安心して暮らしていくためには、社会全体
での見守りが必要であるため、平成１８年度から高齢者の身近にい
るホームヘルパー、ケアマネジャー等の介護事業者や民生委員など
を対象に、被害の早期発見、悪質商法の特徴、被害発見のポイント、
被害発見の対応などについての出前講座を実施している。 
 今後も引き続き、高齢消費者被害の早期発見・解決を図るため、
高齢者の身近にいる介護事業者などに対し、出前講座を実施する。 

生活文化局 
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施策名 施策の概要 所管部局 

消費生活相談体
制の充実 

 都内の消費生活センターに寄せられる相談は依然として多く、深
刻な消費者被害は後を絶たない。相談の内容も単なる問い合わせか
ら被害の救済を求める申出へと大きくシフトしている。 
 都民が直面する消費者被害の速やかな救済・防止を図るため、専
門の相談員が消費者の被害解決のための助言、あっせん等を行う。
また、高度専門的知識を必要とする案件処理のために、引き続き専
門分野別相談や弁護士等によるアドバイザー制度を活用する。 
 平成２１年４月に開始した土曜相談を引き続き実施するととも
に、高度専門的な相談に対応できる優秀な相談員を確保するため、
高度専門研修を実施するなど、相談体制を一層充実し、消費者被害
救済機能の強化を図っていく。 

生活文化局 

区市町村相談窓
口の支援強化 

 東京都と都内区市町村は、これまで密接な連携・協力の下、都内
相談体制の充実強化を進めてきた。役割分担としては、都は高度専
門的機能、広域的機能、区市町村支援・補完機能、センサー機能を
担い、区市町村は基礎的自治体として住民に身近な窓口としての機
能を果たしている。 
 今後とも、住民に身近な相談窓口である区市町村の消費生活相談
窓口に対して、都の高度専門的機能を活かし、相談マニュアルの作
成・提供、専門的知識を有する弁護士等の消費生活相談アドバイザ
ーによる助言、消費生活相談支援サイトの運用などによる支援を進
め、都域全体の消費者被害防止・救済を図っていく。 

生活文化局 

高齢者被害専用
相談の実施（再
掲） 

 消費生活総合センターに寄せられる高齢者相談は、全相談件数中
２割程度と依然として多くを占め、その内容は悪質であり、被害額
も高額になってきている。 
 平成１８年度から、消費生活総合センターに高齢者支援グループ
を設け、専門相談員４名を配置するとともに、高齢者本人や家族か
ら相談を受ける高齢者専用電話「高齢者被害１１０番」を、また、
ケアマネージャー・ヘルパー・民生委員など高齢者の周囲の人たち
から高齢者被害の通報を受ける専用電話「高齢消費者見守りホット
ライン」を設置した。 
 今後とも、９月に行われる「高齢者被害防止キャンペーン」と連携
して「特別相談」を実施するなど、被害の防止・救済を図っていく。 

生活文化局 

東京都・区市町
村・関係団体との
連携による多重
債務相談の実施 

 多重債務に関する相談は、依然として多く寄せられている。 
  消費生活総合センターにおいて、平成２０年４月から、多重債務
相談を法律専門家に確実につなぐ「東京モデル」を本格的にスター
トさせた。 
 今後とも、多重債務で苦しむ相談者が、都内のどこの消費生活相
談窓口に相談しても、適切な対応を受けられるように、地域の実情
に合わせ、区市町村に「東京モデル」の活用を積極的に働きかけて
いく。 
 また、法律専門家と直接相談できる機会をさまざまな形で都民に
提供する「特別相談」を、法律専門家の協力を得て、区市町村・関
係団体と連携して実施する。 

生活文化局 
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施策名 施策の概要 所管部局 

多重債務者の生
活再生に向けた
支援 

深刻な社会問題となっている多重債務問題の現状を踏まえ、平成
１９年８月に、多重債務者の救済及び多重債務問題の防止・抑止を
目的とした、庁内各局や関係団体が連携して総合的な取組みを推進
する東京都多重債務問題対策協議会が設置された。この協議会にお
ける取組みの柱の一つである「セーフティネット貸付けの提供」を
実現するため、平成２０年３月より「多重債務者生活再生事業」を
開始した。この事業は、債務の状況把握や家計管理の助言等を行う
生活相談、必要に応じて行う資金の貸付及び貸付実行後のアフター
フォローを実施することで、多重債務者の生活の再生を図るもので
ある。 
 現時点で貸付に至ったケースは少数であるが、貸付に至らなかっ
たケースについては、生活相談を行った後、弁護士・司法書士・日
本クレジットカウンセリング協会・法テラスへつなぐことで多重債
務者の生活の再生を支援している。 
 今後とも、弁護士会、司法書士会等関係機関との事業連携を推進
していく。 

福祉保健局 

成年後見制度等
の活用による消
費 者 被 害 の 防
止・救済体制の充
実（再掲） 

 日常生活自立支援事業は、介護保険制度導入や社会福祉事業法等
の改正により、福祉サービスが措置から利用へと移行する中で、認
知症高齢者や知的障害者等、福祉サービスの利用対象者の利益の保
護を図る仕組みの一環として開始したもの。都においては本事業の
取組を進めるとともに、権利擁護への取組をより一層進めるため、
平成１４年度からは福祉サービス総合支援事業、平成１７年度から
は成年後見活用あんしん生活創造事業を開始している。 
 上記３事業については、その取組が都内区市町村等において着実
に進んできているところであり、今後も引き続き、事業実施主体へ
の支援を進めることにより、都内における権利擁護に係る総合的な
相談体制の充実、消費者被害の防止・救済体制の充実を図る。 

福祉保健局 

生活安全相談セ
ンター等におけ
る迅速・的確な相
談の受理 

 生活安全相談センター及び各警察署において、ヤミ金融や悪質商
法をはじめとする消費者に不安を与える事案につき、電話、面会等
の方法により幅広く相談を受理するに当たり、対応要領について指
導・助言を行う。 

警視庁 
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政策課題２ 悪質事業者を市場から排除する 

（２－１）取締りの強化 

施策名 施策の概要 所管部局 

悪質事業者に対
する取締りの強
化 

  悪質事業者の手口の巧妙化・若者や高齢者の被害額の高額化など
消費者被害が深刻化している状況を受け、悪質事業者に対する取締
りの強化を平成１８年度から東京都重点事業として掲げ取り組んで
いる。 
処分を迅速かつ適正に実施するため、消費者からの証言だけでな
く立入調査等により証拠となる物件を入手する等厳格な調査の実施
に努めている。今後とも厳正かつ迅速な処分を実施することはもと
より、首都圏の他の自治体との連携をより一層促進し、市場監視機
能を強化するとともに、人口が密集する地域特有の消費者被害に対
応するため、大都市圏における連携も進めていく。 
 また、問題を起こした事業者に対し、被害防止のための改善を有
効に行う指導方策を検討するなど、被害拡大の未然防止に一層の取
組みを行う。 
 悪質な事業者の実態を明らかにするためには、実際に被害を被っ
た消費者の証言が欠かせない。行政処分件数が増加することにより、
悪質事業者の矛先がこうした被害者である消費者に対する新たな圧
力になる事態も想定されることから、証人となる消費者（行政処分
協力者）の権利を守るため、平成２１年度に支援プログラムを立ち
上げた。このプログラムの円滑な実施に努めていく。 
 なお、事業者が最低限の取引ルールを守るだけでなく、より高い
コンプライアンスを確保するよう、事業者指導などを通じた啓発に
も努めていく。 

生活文化局 
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（２－２）適正な指導等 

施策名 施策の概要 所管部局 

不当な表示に対
する監視体制の
強化 

不当な表示が市場に流通することを未然に防止するため、インタ
ーネット広告における不当表示の監視体制や小売店舗への立入検査
を強化する。 
インターネット上の広告について、消費者を誤認させる不適正な
表示を抽出し、その表示内容を確認する。調査の結果、景品表示法
（不当景品類及び不当表示防止法）に抵触するおそれのある表示と
認められるものについては、当該表示を行った事業者に対し、その
改善の指導を行い、表示の適正化を図る。 
また、消費生活条例及び家庭用品品質表示法に基づき、都内全域
で小売店舗に対して立入検査を実施する。 

生活文化局 

科学的検証によ
る表示の適正化 

 消費者の健康志向や生活環境の快適性を求める傾向などを背景
に、あたかも人体に有益であるかのような効果・性能をうたう、様々
な商品が販売されており、過去の消費者相談などからも、こうした
商品に対する苦情等が数多く寄せられている現状があることから、
「○○を発生させる（放出する）ことにより様々な効果が得られる」
などと標ぼうする商品等について表示内容及びその根拠に関し、専
門家の助言を得て、科学的視点から検証を行う。 
検証の結果、景品表示法に違反するおそれのある表示については、
事業者指導を行うとともに、業界への表示適正化の協力要請及び都
民に対する情報発信を行う。 

生活文化局 

広告表示適正化
のための近県と
の連携及び民間
自主規制機関と
の連携 

 不適正な表示を行う事業者に対する監視、指導強化の一環として、
平成１７年１１月、神奈川県、千葉県、埼玉県との連携により「四
都県広告表示適正化推進協議会」を設置し、事業者指導を行ってい
る。（平成１９年４月からは、静岡県を加え、５都県に拡充。） 
 最近では、インターネットや携帯電話におけるサイト等による問
題表示が目立つことや商圏の拡がりの中で、各都県単独での対応で
は問題解決が進まないケースが増加している。 
 このような状況を受け、都県共通の事案については、合同調査を
行い、景品表示法上問題のある表示を行った事業者に対して、協働
して指導を行う。都県の枠を超えた不当表示に対する監視体制の確
立を示すことにより、事業者の表示適正化の取組みを進め、消費者
の商品・サービスの選択を確保していく。 
また、ＪＡＲＯ等民間自主規制機関が有する様々なネットワーク
を通じ、各種広告媒体事業者等との幅広い連携を図り、景品表示法
に違反する不当表示等に対する監視、規制・指導を強化していく。 

生活文化局 

大学等との連携
に よ る 不 当 表
示・広告の収集調
査 

都民との協働による市場監視を推進するため、消費生活調査員制
度を活用し、平成１８年度から平成２１年度まで、大学（平成２０
年度からは大学生協）の協力を得て、インターネットによる電子商
取引に関する不当な表示（若者が被害にあいやすい商品・サービス
に着目）についての大学生による調査を展開した｡ 
平成２０年度より、大学ごとに学生との意見交換(キャンパスミー
ティング)を行い、調査に活かした｡ 
本事業を契機に、参加した大学生自身が、消費者の立場で自主的
な取り組みを行っていけるようにするための消費者教育の一面も持
たせている。 

生活文化局 
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施策名 施策の概要 所管部局 

商品量目立入検
査の充実 

計量法では、法令に定める特定商品を販売する事業者に対して適
正な量目の表記を義務づけている。商品量目立入検査では、特定商
品のうち消費者に身近な食料品を中心に正しい量目が表記されてい
るか定期的に監視している。 
 立入検査の結果、法令で定められた誤差を超えた商品を不適正商
品とし、併せて不適正商品の点数が量目検査点数の５％を超えた場
合を不適正事業所として指導を行っている。量目不足の原因は、容
器や添え物等の風袋の引き忘れ、乾燥等による自然減量が殆どで、
僅かに粗雑計量によるもの等がある。 
 引続き、さらなる適正な計量の実施の確保に向け、不適正事業者
に対する継続指導と従業員への教育指導の徹底、消費者参加の試買
審査会等の結果の周知等啓発活動も活用しながら、商品量目立入検
査を充実していく。 

生活文化局 

計量の適正化に
向けた事業者に
対する啓発活動
の推進 

取引又は証明、若しくは主に一般消費者の生活の用に供される計
量器（特定計量器）を製造・修理・販売する事業者やその計量器を
使用して商品を販売する事業者には、計量法に則して対応するとと
もに、正確計量の義務がある。 
  そのため、各事業者は、計量法に基づく技術構造や性能の維持、
使用中の計量器の許容値等を厳守し、適正計量の実施の確保に努め
なければならない。  
 その実態を把握するため、適宜立入検査を実施して計量の適正化
を指導するとともに、計量に関する法制度改正等の資料を作成・配
布したり、講習会等を開催して事業者への啓発活動を推進する。 

生活文化局 

貸金業の指導監
督 

 貸金業の指導監督の基本法である「貸金業の規制等に関する法律」
は、平成１９年１２月には「貸金業法」に名称を変え、行為規制や
参入規制、監督強化などを盛り込み貸金業者の業務の適正化を図る
べく改正が行われた。 
 今後は、厳正な行政処分による悪質業者排除の取組みに加え、平
成２２年６月までに完全施行される改正法の円滑な実施に向け、貸
金業としての必要な体制整備等の指導監督を行い、消費者等資金需
要者の利益保護に努めていく。 

産業労働局 

旅行業者の登録
等 

 主たる営業所を東京都内におき、旅行業又は旅行業代理業を営む
者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の
適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を
促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の
安全の確保及び旅行者の利便の増進を図っている。 
 現在の旅行業法は、昭和２７年に「旅行あっ旋業法」として成立
したもので、これまでに数回の改正を経ている。平成１７年４月の
改正では、旅行業の種別を第１種、第２種、第３種旅行業及び旅行
業者代理業に区分し、種別ごとにその業務範囲が定められた。さら
に平成１９年５月の省令改正で、第３種旅行業の業務範囲が拡大し、
営業所の所在地とそれに隣接する市町村の区域の範囲内に限り、「募
集型企画旅行」を実施できることとなった。 
 今後とも、事業の継続的な実施により、旅行の安全の確保、旅行
者の利便の増進を図っていく。 

産業労働局 
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政策課題３ 商品やサービスの安全・安心を確保する 

（３－１）安全な商品とサービスの確保 

施策名 施策の概要 所管部局 

危害・危険情報の
収集・分析・発信
（再掲） 

 商品・サービスによる危害・危険を防止するため、消費生活総合
センター等に寄せられる相談情報をはじめ、商品等に関する危害・
危険情報を広く収集し、「危害防止対策検討会」において必要な対
応策について検討している。 
 安全性に疑いがある商品等については必要な調査を実施し、商品
等に関する安全確保について、事業者への指導、関係機関への要望、
消費者への注意喚起を行っている。 
 今後、引き続き、迅速かつ的確な情報の収集・分析を行うととも
に、関係機関と連携してその調査結果を日本工業規格（ＪＩＳ）に
反映させるよう、国に対し積極的に働きかけるなど、調査等の成果
の一層の活用を図っていく。  

生活文化局 

新たな事故情報
収集ルートの開
発と迅速な原因
究明による事故
の未然防止・拡大
防止（再掲） 

 消費生活総合センターの相談件数のうち、商品等による危害・危
険に関するものは、全体の１％以下であるなど、事故の情報は表面
化しにくい実態がある。危害・危険の実態を把握するためには、消
費生活相談情報に加え、より積極的な事故情報の収集が必要である。 
 そのため、新たな事故情報収集ルートとして、平成１８年度から
東京消防庁と連携して「商品等事故情報連絡会」を開催していたが、
平成２１年９月の消費者安全法の施行に伴い、新たに都立産業技術
研究センター、東京都健康安全研究センター、国民生活センター等
からの専門家の参加を求め、「消費者事故等情報検討会」として改
組し、事故原因の究明、調査・分析機能の更なる強化を図っている。 
 収集した事故情報については、機動的調査、商品テストを実施し、
事故原因の究明及び商品等の危険性について検証を行うとともに、
調査、テスト結果等に基づき、事業者への指導、関係機関への要望、
消費者への注意喚起を行っている。 

生活文化局 

ヒヤリ・ハット情
報分析事業（再
掲） 

 平成２０年１月に公表された国民生活センター実施の国民生活動
向調査によると、購入した商品や利用したサービスについて不満を
感じたことがある、又は経済的・身体的な被害を受けたことがある
と答えた人のうち、消費生活センターなど行政の相談窓口に相談し
たのは４.１％となっている。このように、危害・危険情報は、取引
等に関して不利益を受けたという消費生活相談情報に対して顕在化
しにくく、身近に潜む危険を知らせるヒヤリ・ハット情報は、家庭
や社会の片隅に埋没してしまっている。 
 このような、商品による身近な危害を未然に防止するためには、
埋没しているヒヤリ・ハット情報の掘り起こしによる、危害・危険
情報の把握が不可欠である。 
 そのため、ヒヤリ・ハット情報を含めた事故情報を、インターネ
ットアンケート調査により収集・分析し、必要に応じて商品テスト
等の調査を実施し、都民に情報を発信していく。 

生活文化局 

「商品等安全対
策協議会」におけ
る消費者・事業者
の協力による商
品等の安全対策
の推進（再掲） 

 消費者、事業者及び学識経験者で構成する「商品等の安全問題に
関する協議会」を設置し、平成１０年３月から７期にわたり、安全
対策が必要な商品（群）について、危害防止のための方策を協議・
検討し、具体的な提言を行ってきた。また、協議会の提言を踏まえ、
事業者、関係機関への要望、消費者への注意喚起を行っている。 
 協議会を機動的に運営し、より効果的な情報発信を行うため、平
成２０年度、「商品等安全対策協議会」に改組した。今後とも、常
設の機関として、タイムリーなテーマにより継続的に協議・検討を
行い、都民の安全な消費生活の確保を図っていく。 

生活文化局 

消費生活用製品
安全法に基づく
立入検査の実施
による製品の安
全性の確保（再
掲） 

 消費生活用製品安全法に基づき、消費者の生命、身体に危害を及
ぼす恐れが多いと認められる特定製品として指定された製品につい
て、販売店舗への立入検査を実施し、安全基準に適合する旨の表示
がなされていないなど、法に違反する事業者への指導を行っている。
特定製品には、これまでの６品目に加え平成２１年４月から、新た
に石油燃焼機器３品目が追加された。（ただし２年間の経過期間が
設定されている。）また、「長期使用製品安全点検制度」が平成２
１年４月から施行され、特定保守製品９品目の取引事業者に対する
立入検査も実施することとなった。 
 今後、対象品目の拡大も踏まえ、引き続き計画的に立入検査を実
施していく。 

生活文化局 
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施策名 施策の概要 所管部局 

輸入食品対策の
推進 

近年、我が国が輸入する食料は、年々増加し、平成１８年度にお
いては、カロリーベースで約６割に達している。 
 一方、輸入農産物の残留農薬や遺伝子組換え食品など輸入食品の
安全性に対する都民の関心は高い。 
 東京都では、輸入食品の安全性に対する都民の不安を背景に、昭
和６３年から輸入食品の安全対策を体系化し実施している。 
 また、平成２年には輸入食品を専門に監視する組織である輸入食
品監視班を設置し、輸入事業者等の監視指導の強化を行った。 
 さらに、輸入食品対策については、その結果について情報誌やホ
ームページなどにより公表を行っている。 
 今後も輸入食品にかかる安全・安心確保のため、輸入農産物の残
留農薬、遺伝子組換え食品及び残留放射能等の検査を実施するとと
もに、添加物及び残留農薬等の検査法の開発、事業者への監視指導、
講習会などを実施する。 

福祉保健局 

米の安全性の確
保 

 都内に搬入される玄米に含まれるカドミウム及び農薬等の有害物
質について、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」、「カド
ミウムによる環境汚染暫定対策要領」及び食品衛生法等に基づき、
昭和４８年度から「都内搬入米重金属等汚染検査要領」を定めてい
る (平成１６年度から生活文化局より移管) 。 
 この要領で定める基準値（０.４ppm）以上のカドミウムを含有す
る玄米については、生産道府県及び農林水産省に対して、生産地域
からの出荷停止及び玄米、土壌、水質等の現地調査の実施を要請し、
汚染米の流通防止に努めてきた。 
 食品の安全性及び品質の確保は、行政に課せられた責務であり、
特に、米穀は主食であることから、都民の安全性への関心は一層強
いものとなっている。こうしたことから、引き続き、「都内搬入米
重金属等汚染検査」を実施し、安全基準を超える米の流通を未然に
防ぐとともに、産地道府県への検査・出荷停止等を要請する。 

福祉保健局 

牛海綿状脳症（Ｂ
ＳＥ）対策の推進 

 平成１３年９月、日本国内初の牛海綿状脳症（ＢＳＥ）感染牛が
確認され、同年１０月からＢＳＥ検査や特定部位の除去を実施して
いる。平成１５年１２月、米国内でＢＳＥ感染牛が確認され、米国
産牛肉の輸入が停止された。その後、輸入が再開されたが、せき柱
の混入や米国発行の衛生証明書に記載のない牛肉の輸入事例があ
る。このように輸入品に異常がある場合は、速やかに報告するよう
に輸入者等に対し指導を行っている。  
 都は、都民の安心を確保する観点等からＢＳＥの全頭検査を継続
実施している。現在、ＢＳＥ検査や特定部位の除去の実施のほか、
ピッシング（※）を行わない、と蓄方法に改善するなど、必要な対
策を講じている。 
 ※ ピッシング：と畜の際、失神させた牛の頭部からワイヤ状の
器具を挿入して、せき髄神経を破壊する作業 

福祉保健局 
中央卸売市場 

子供に対する室
内化学物質の低
減化対策の推進 

平成１４年１月に厚生労働省において「室内空気汚染に係るガイ
ドライン」が定められた。  
 これを受けて、都は平成１５年３月に「化学物質の子どもガイド
ライン（室内空気編）」を策定し、業界団体等へのガイドラインの
普及など室内の化学物質対策を推進している。平成１９年度に、業
界団体に対し、化学物質低減化対策についてアンケート調査を実施
した結果、９割以上の事業者が対策を講じていた。しかし、住宅の
高断熱・高気密化による室内化学物質の高濃度化が懸念されるため、
一層の室内化学物質低減化に関する取組を行っていく必要がある。 

福祉保健局 
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施策名 施策の概要 所管部局 

東京都農林総合
研究センターの
運営 

東京都農林総合研究センター（以下「研究センター」という。）
は、東京の農林業や食品産業の振興に資する試験研究を的確かつ迅
速に推進する研究機関として、平成１７年に設立された。 
 研究センターでは、都民に安全・安心な農作物を提供するため、
農薬・汚染物質等の残留実態の解明や病害虫防除の研究、東京特産
品種の育成等を行っている。 
 また、こうした調査・研究成果を農業者や都民に対し指導・情報
提供し、農林水産業の振興と都市の良好な生活環境の保全に積極的
に貢献している。 
 今後は、より消費者や農林業者・食品産業等のニーズに的確に応
えるような試験研究を実施していく。              

産業労働局 

青梅畜産センタ
ーの運営補助 

 青梅畜産センター（以下「センター」という。）は、都内畜産農
家の経営安定と、都民に安全・安心な畜産物を将来にわたり安定供
給するため、平成１７年度に設立された。 
 センターでは、「トウキョウＸ」等の血統維持・管理や、高品質
な種豚・種鶏の生産・供給を行い、都民に安全・安心な畜産物を提
供している都内畜産農家での生産拡大に努めている。 
 今後はさらに、都民の畜産に対する理解を深めるための活動を積
極的に行っていく。                      

産業労働局 

卸売市場におけ
る温度管理施設
の整備の推進 

 東京都卸売市場整備計画（第８次）（平成１７年１１月策定） に
おいて、卸売市場の施設整備については、生産から消費までに至る
中間地点である卸売市場におけるコールドチェーン（※）を保持し、
品質管理の高度化を図るため温度管理機能を備えた卸売場等の施設
を整備することとし、推進を図ってきた。 
  今後も都と市場関係者が協力し、各中央卸売市場において、民間
活力の活用等により、温度管理機能を備えた施設を整備し、卸売市
場で取り扱われる生鮮食料品等の安全性の確保と品質管理の高度化
を図っていく。 
※ 生鮮食料品の鮮度を保持するため、冷凍・冷蔵・定温の状態で生
産から消費まで温度管理を絶やさずに流通させる仕組み 

中央卸売市場 

卸売市場におけ
る「安全・品質管
理者（ＳＱＭ）」
を活用した食の
安全・安心を守る
ための取組の促
進 

 市場を流通する生鮮食料品等の安全性を確保するため、平成１５
年度に東京都と市場関係者が連携し、各中央卸売市場に安全・品質
管理者〔ＳＱＭ（セイフティ＆クオリティー・マネージャー）〕を
設置した。 
 ＳＱＭは食品危害発生時の連絡調整や市場業者による自主的な品
質・衛生管理水準向上活動の推進者として活動している。 
 今後もＳＱＭの活動を促進することにより、市場で取り扱われる
生鮮食料品等の安全性の確保と衛生水準の向上を図っていく。 

中央卸売市場 

都民生活におい
て生じる事故防
止対策の推進（再
掲） 

 建築設備や家電製品、生活用品に起因して発生した日常生活事故
を、そのまま放置しておいた場合、重大事故や、繰り返し同種の事
故が発生するおそれがある。そこで、事故に起因した建築設備や家
電製品、生活用品を製造等した関係のある者に対し、事故の状況を
通知するとともに、都民に対しても公表し事故防止の知識の普及、
意識啓発を行い、都民生活における事故防止を図る。 

東京消防庁 

火災調査結果等
の安全対策への
反映 

 火災調査結果等を再発防止に反映させるため、関係する業界やメ
ーカー等に対して改善指導を行うとともに、ホームページや統計資
料等を通じ必要な火災情報等を広く都民に情報提供する。 

東京消防庁 
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（３－２）インターネット等電子商取引における安心の確保 

施策名 施策の概要 所管部局 

架空・不当請求に
対する消費者被
害の未然・拡大防
止対策（再掲） 

急増する架空請求被害に対応するため、平成１７年３月１日に架
空請求緊急対策班を設置し、使った覚えのない有料サイトの利用料
を請求してくる「架空請求」に対して、消費者被害の未然・拡大防
止に取り組んでいる。 
架空請求１１０番及び架空請求専用サイト「ＳＴＯＰ！架空請
求！」に都民から通報されたメールやサイト等が条例に違反してい
ないかを認定し、条例違反事業者には文書警告を行い、架空請求に
利用された口座の凍結を金融機関に要請していく。また、都民には
ホームページ「ＳＴＯＰ！架空請求！」上で事業者名等を情報提供、
携帯電話会社及びサイトを管理するプロバイダには対策の要請、警
視庁及び総務省等に情報提供を行っていく。 
今後も、通報内容に留意し、新たな手口等が発生した場合には、
対応方法を検討していく。また、関連する法令の動向を注視し、法
令権限を積極的に活用していく。   

生活文化局 

大学等との連携
に よ る 不 当 表
示・広告の収集調
査（再掲） 

都民との協働による市場監視を推進するため、消費生活調査員制
度を活用し、平成１８年度から平成２１年度まで、大学（平成２０
年度からは大学生協）の協力を得て、インターネットによる電子商
取引に関する不当な表示（若者が被害にあいやすい商品・サービス
に着目）についての大学生による調査を展開した｡ 
平成２０年度より、大学ごとに学生との意見交換(キャンパスミー
ティング)を行い、調査に活かした｡ 
本事業を契機に、参加した大学生自身が、消費者の立場で自主的
な取り組みを行っていけるようにするための消費者教育の一面も持
たせている。 

生活文化局 

ハイテク犯罪被
害防止のための
情報発信・広報啓
発活動の推進（再
掲） 

 ワンクリック料金請求やインターネット・オークション等による
消費者トラブルの増加を踏まえ、ハイテク犯罪対策総合センターで
は、警視庁ホームページ内に事例紹介形式の情報発信コーナーを設
けるほか、ハイテク犯罪相談窓口において対応要領について指導・
助言を行う。 
 警視庁ホームページ等を活用した情報発信、相談窓口の充実化を
図るほか、広報用リーフレット等を各署で行っているハイテク犯罪
被害防止教室・非行防止教室等で配布するなど、消費者に対する広
報啓発活動を推進し、消費者被害の未然防止を図る。 

警視庁 
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（３－３）多様な商品選択の実現 

施策名 施策の概要 所管部局 

食品の適正表示
の推進 

「食品の適正表示」は、事業者から消費者へ商品（食品）の正確
な情報を提供することにより、消費者が商品（食品）の情報を知り、
合理的に選択するための重要な役割を果たしている。 
しかし、食品の表示に関係する法令には、表示事項等を規定する
「食品衛生法」・「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関す
る法律（ＪＡＳ法）」・「健康増進法」等や広告・表示全般に関す
る規制法である「不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）」
があり、多岐にわたっている。また、制度改正等により表示事項の
変更が行われることも多く、表示を行う事業者及び消費者にとって
分かりにくいものとなっている。 
このため、事業施設において、食品表示を正しく理解し、適正表
示推進の核となる人材を育成することを目的に、食品関係法令を所
管する部署が連携して「食品の適正表示推進者育成講習会」を実施
するなど、「食品の適正表示」を推進する。       

生活文化局 
福祉保健局 

食品の原料原産
地表示の推進 

東京都消費生活対策審議会より平成２０年４月３０日に「食品の
原料原産地表示のあり方について」の答申を受け、平成２０年８月
２５日に東京都消費生活条例に基づく告示を改正し、「国内で製造
され、東京都内で販売される調理冷凍食品」の主な原材料について、
原料原産地表示を義務付け、消費者が安心して商品を選択できるよ
うにした。告示改正から９ヶ月の経過措置期間を経て、平成２１年
６月１日から本格実施となった。 
  今後は、制度の定着を図っていく。 

生活文化局 
福祉保健局 

生産情報提供食
品事業者登録制
度の促進 

 食品に対する安心感や事業者に対する信頼感を高めることを目的
として、平成１６年度から開始した。都民が食品を選択する際の一
助となるよう、生産情報を積極的に提供している事業者を登録して、
それを都民に広く公表している。 
 平成２１年度末現在で登録事業者数は３，９０３事業者となって
いるが、まだ都民に本制度が十分に認知されている状況とはいえな
い。 
 今後は、他県との連携を強化するなど、本制度の普及をさらに推
進していく。 

産業労働局 

環境と調和した
農業の推進 

 安全で安心な農産物を都民に提供するために、平成９年に農薬と
化学肥料を慣行栽培より半減した農産物を認証する「東京都有機農
産物認証制度（平成１５年に「東京都特別栽培農産物認証制度」に
改称）」を開始した。 
 また、平成１２年からは農薬や化学肥料を一定量以上削減し、環
境と調和した持続性の高い農業生産方式を導入する農業者を「エコ
ファーマー」として認定する「エコファーマー認定制度」を開始し
た。 
 現在、特別栽培農産物認証制度を受けている農業者は８１名で、
この数年ほぼ一定であるが、エコファーマーの認定を受けている農
業者は５６８名で、平成１６年度以降は増加が続いている。 
 今後は、特別栽培農産物認証制度のＰＲなどによる農業者の拡大、
５箇年の認定期間が終了するエコファーマーの積極的な更新を図
り、環境と調和した東京農業の一層の推進を目指す。 

産業労働局 

東京都農林総合
研究センターの
運営（再掲） 

 東京都農林総合研究センター（以下「研究センター」という。）
は、東京の農林業や食品産業の振興に資する試験研究を的確かつ迅
速に推進する研究機関として、平成１７年に設立された。 
 研究センターでは、都民に安全・安心な農作物を提供するため、
農薬・汚染物質等の残留実態の解明や病害虫防除の研究、東京特産
品種の育成等を行っている。 
また、こうした調査・研究成果を農業者や都民に対し指導・情報
提供し、農林水産業の振興と都市の良好な生活環境の保全に積極的
に貢献している。 
 今後は、より消費者や農林業者・食品産業等のニーズに的確に応
えるような試験研究を実施していく。 

産業労働局 
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施策名 施策の概要 所管部局 

青梅畜産センタ
ーの運営補助（再
掲） 

 青梅畜産センター（以下「センター」という。）は、都内畜産農
家の経営安定と、都民に安全・安心な畜産物を将来にわたり安定供
給するため、平成１７年度に設立された。 
 センターでは、「トウキョウＸ」等の血統維持・管理や、高品質
な種豚・種鶏の生産・供給を行い、都民に安全・安心な畜産物を提
供している都内畜産農家での生産拡大に努めている。 
 今後はさらに、都民の畜産に対する理解を深めるための活動を積
極的に行っていく。                      

産業労働局 

生鮮食料品等に
関する情報の提
供 

 市場の機能や役割、生鮮食料品等についての知識の普及･啓発を図
るため、消費者に対し、下記により情報の提供を行う。 
 ①インターネットホームページ 
  ②広報用ビデオの貸し出し 
  ③ファクシミリ情報サービス 
 ④パンフレット等印刷媒体 
 ⑤消費生活総合情報誌「東京くらしねっと」（毎月発行）による 
 旬の食材等の情報の掲載 
 近年、「食」に関する消費者の関心の高まっていることから、消
費者が必要な情報を取得し合理的な消費行動を行うことができるよ
う、今後、情報発信内容のさらなる充実を図っていく。 

中央卸売市場 

有機農産物の流
通推進 

  食生活における自然・安全志向や環境問題に対する意識の高まり
を背景として、有機農産物に対する都民の関心が高まっているが、
有機農産物は、消費者のニーズと比べて生産量が少なく、また、流
通ルートが確立されていないなど、多くの課題がある。 
 そこで、中央卸売市場の卸売場に有機農産物コーナーを設置する
などして、有機農産物の流通の推進を行う。  

中央卸売市場 
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（３－４）高齢者、障害者など誰もが安心できる消費の実現 

施策名 施策の概要 所管部局 

介護サービス事
業者情報の提供 

 介護保険法に基づき指定した介護サービスを提供する事業所（居
宅介護支援、居宅サービス、介護予防サービス、療養型医療施設の
各事業）について、都民のサービス選択に資するよう、名称や所在
地等の情報をインターネット上で公表している。 
 今後とも、介護保険サービスの利用者にとって有用な情報を提供
していく。 

福祉保健局 

介護サービス情
報の公表 

 介護保険法に基づき、利用者による介護サービス事業者の選択を
支援するため、平成１８年度から、事業者が都に報告する情報及び
都指定の調査機関が事業者を調査した結果を、都指定情報公表セン
ターのホームページで公表している。平成２２年度においても、居
宅サービスや施設サービスなど３５種類を公表対象としている。 
 今後とも、本制度の普及に努めていく。 

福祉保健局 

有料老人ホーム
の運営指導及び
都民への情報提
供 

 有料老人ホームは、介護保険制度導入を契機として、多様な事業
主体による参入が急速に進み、都民の高齢期におけるケア付き住ま
いの有力な選択肢の一つへと成長している。 
 都民にとって、有料老人ホーム選びは、物理的・経済的負担を伴
う「大きな買い物」であり、様々な情報を適切に活用し、安心して
有料老人ホームを選択できるよう支援することが求められる。 
 ①都民が安心して有料老人ホームを選択できるよう支援するた
め、有料老人ホームに関する基礎的な知識や各種情報の活用方法、
目的に合った有料老人ホーム選びのポイントなどをわかりやすく解
説した小冊子「あんしん なっとく 有料老人ホームの選び方」を
作成。都民情報ルーム等で無料配布し、併せてホームページ上でデ
ータをＰＤＦファイルで提供 
 ②東京都有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、重要事項説
明書に東京都有料老人ホーム設置運営指導指針との適合表の添付を
指導し、入居者の福祉を重視するとともに、適正な事業運営の確保
を促進していく。 

福祉保健局 

成年後見制度等
の活用による消
費 者 被 害 の 防
止・救済体制の充
実（再掲） 

 日常生活自立支援事業は、介護保険制度導入や社会福祉事業法等
の改正により、福祉サービスが措置から利用へと移行する中で、認
知症高齢者や知的障害者等、福祉サービスの利用対象者の利益の保
護を図る仕組みの一環として開始したもの。都においては本事業の
取組を進めるとともに、権利擁護への取組をより一層進めるため、
平成１４年度からは福祉サービス総合支援事業、平成１７年度から
は成年後見活用あんしん生活創造事業を開始している。 
 上記３事業については、その取組が都内区市町村等において着実
に進んできているところであり、今後も引き続き、事業実施主体へ
の支援を進めることにより、都内における権利擁護に係る総合的な
相談体制の充実、消費者被害の防止・救済体制の充実を図る。 

福祉保健局 

高齢者等への民
間賃貸住宅入居
支援 

高齢者や障害者等は、民間賃貸住宅への入居にあたり、入居選別
を受けやすい状況が見られることから、入居支援策を実施すること
により、高齢者等の居住の安定確保を図ることが必要である。 
 このため、都は、以下の制度の普及・活用の促進に取り組んでい
る。 
・高齢者向け優良賃貸住宅制度 
 バリアフリー仕様や緊急通報装置の設置など、一定の整備基準を
満たした高齢者向けの優良な賃貸住宅を供給する。 
 今後も引き続き、高齢者等の居住の安定確保に向けて取り組んで
いく。 

都市整備局 
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（３－５）地域における生活必需品の確保 

施策名 施策の概要 所管部局 

公衆浴場対策の
推進 

 都民の日常生活における健康維持や衛生水準を確保する上で必要
な公衆浴場は、入浴者数の減少や後継者不足等による転廃業により
減少を続けている。 
 都民の入浴機会の確保と経営の安定化を図るため、各種助成策を
実施するとともに、適正な入浴料金の指定を行っている。 
 平成２０年度からは、地球温暖化や震災時における都民の安全・
安心の確保など、社会的課題に対応するため、クリーンエネルギー
化推進事業及び耐震化促進支援事業を新たに実施し、公衆浴場経営
の安定化を図るとともに、地域貢献度の高い施設への転換を図って
いく。 

生活文化局 

身近な生活圏を
支える商店街の
振興 

 都民の消費生活を支えるととともに、地域コミュニティの維持発
展に大きな役割を果たしている商店街の振興に向け、平成１５年度
から「新・元気を出せ！商店街事業」及び「進め！若手商人育成事
業」を実施し、商店街への幅広い支援を展開している。 
 商店街の意欲的な取組み（イベント事業、ホームページ作成事業、
ポイントカード導入事業、施設整備事業等）に対して支援を行うと
ともに、商店街の次代を担う人材育成への支援を実施しているが、
集客力の低下、空き店舗の増加、後継者不足など商店街を取り巻く
環境は依然として厳しい。 
 今後とも商店街振興策を積極的に展開し、身近な生活圏を支える
商店街の活性化を図っていく。 

産業労働局 

栽培漁業の育成 

 東京都の漁業者の経営安定と資源保護、および都民への新鮮な魚
介類の安定的な供給を図るため、優良な種苗の生産・配付を行って
いる。 
 島しょにおいては、主要魚種であるアワビ、トコブシ等貝類の種
苗を、内水面（河川・湖沼）においては、ニジマス、ヤマメ等の冷
水性魚類の種苗を、生産・配付している。 
 今後は、種苗放流の効果がさらに高められるよう、漁場環境も含
めた対策の実施を目指していく。 

産業労働局 

東京都農林総合
研究センターの
運営（再掲） 

 東京都農林総合研究センター（以下「研究センター」という。）
は、東京の農林業や食品産業の振興に資する試験研究を的確かつ迅
速に推進する研究機関として、平成１７年に設立された。 
 研究センターでは、都民に安全・安心な農作物を提供するため、
農薬・汚染物質等の残留実態の解明や病害虫防除の研究、東京特産
品種の育成等を行っている。 
 また、こうした調査・研究成果を農業者や都民に対し指導・情報
提供し、農林水産業の振興と都市の良好な生活環境の保全に積極的
に貢献している。 
 今後は、より消費者や農林業者・食品産業等のニーズに的確に応
えるような試験研究を実施していく。              

産業労働局 

青梅畜産センタ
ーの運営補助（再
掲） 

 青梅畜産センター（以下「センター」という。）は、都内畜産農
家の経営安定と、都民に安全・安心な畜産物を将来にわたり安定供
給するため、平成１７年度に設立された。 
 センターでは、「トウキョウＸ」等の血統維持・管理や、高品質
な種豚・種鶏の生産・供給を行い、都民に安全・安心な畜産物を提
供している都内畜産農家での生産拡大に努めている。 
 今後はさらに、都民の畜産に対する理解を深めるための活動を積
極的に行っていく。                      

産業労働局 
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（３－６）資源エネルギー等の価格変動への対応 

施策名 施策の概要 所管部局 

原油価格変動に
伴う行政連絡会
議の運営 

 原油価格の変動に伴う都民生活への影響について、関係各局と情
報を共有し、相互の協力・連携体制等を確立するための連絡会議を
平成１７年１１月に設置した。連絡会議及びこれを補佐する幹事会
においては、原油価格の動向と都民生活への影響に関する情報交換
を行い、原油価格変動に伴う各局の事業施策の展開及び連携策につ
いて検討している。 
 いわゆるリーマンショック以後の世界的な不況から回復基調にあ
る経済情勢を反映し、原油価格はゆるやかな上昇を続けており、中・
長期的には需給が逼迫するとの推測もある。また、原油を取り巻く
国際情勢や市場価格の動向を注視するとともに、引き続き関係各局
と協力し、連携を図る。 

生活文化局 

ホームページ「東
京くらしＷＥＢ」
等による消費生
活関連情報の総
合的な提供 

消費生活関連の部門別の複数サイトを統合・一元化し、平成１９
年１月から「東京くらしＷＥＢ」として消費生活に関連する情報の
総合的な提供を開始した。また、併せて緊急消費者被害情報、リコ
ール情報などを確実に都民に届けるため、メールマガジン「東京く
らしニュース」の配信を行っている。 
 今後はさらに質の高い情報を迅速に提供するとともに、サイトの
ＰＲを行い、都民の消費者意識の高揚と主体的・合理的な消費行動
の促進、消費者被害の未然防止・拡大防止を図る。 

生活文化局 
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（３－７）震災時における生活物資等の確保 

施策名 施策の概要 所管部局 

震災時等におけ
る応急生活物資
等の確保 

 消費生活協同組合の協力により、平成８年に「災害時における応
急生活物資供給等に関する基本協定」を締結した。 
 この基本協定に基づき、災害時における応急生活物資の調達と安
定供給、医療・保健活動、ボランティア活動、生活情報の収集・提
供等の救援活動を円滑に行うための体制を整備している。 
 応急生活物資である食糧・生活必需品の供給は、福祉保健局の依
頼により、生活文化局、産業労働局、中央卸売市場等が必要な物資
を調達要請等行うことになっている。災害時の円滑な対応に向け、
応急生活物資の手配から供給までを行う実効性のある訓練が実施さ
れるよう取り組んでいく。 

生活文化局 

震災時における
生鮮食料品の確
保 

 震災時における被災者の米飯給食に必要な生鮮食料品を確保する
ため、都が卸売業者等から入荷物品及び在庫品のうち必要な量の物
品を買い上げるほか、他府県市にも応援要請を行うこととしている。 
 これを円滑に推進するため、都は市場内卸売業者等との間で｢大規
模災害時における生鮮食料品の調達に関する協定｣を締結し、有事の
協力体制を整備してきた。 
  また、都中央卸売市場と全国の中央卸売市場との間で、平成２０
年９月に「災害時相互応援に関する協定」を締結した。 
 今後も全国的な応援体制を整備していく。 

中央卸売市場 
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政策課題４ 「自ら考え行動する」消費者になるよう支援する 

（４－１）役立つ情報の提供 

施策名 施策の概要 所管部局 

ホームページ「東
京くらしＷＥＢ」
等による消費生
活関連情報の総
合的な提供（再
掲） 

消費生活関連の部門別の複数サイトを統合・一元化し、平成１９
年１月から「東京くらしＷＥＢ」として消費生活に関連する情報の
総合的な提供を開始した。また、併せて緊急消費者被害情報、リコ
ール情報などを確実に都民に届けるため、メールマガジン「東京く
らしニュース」の配信を行っている。 
 今後はさらに質の高い情報を迅速に提供するとともに、サイトの
ＰＲを行い、都民の消費者意識の高揚と主体的・合理的な消費行動
の促進、消費者被害の未然防止・拡大防止を図る。 

生活文化局 

ホームページ「く
らしの安全情報
サイト」による商
品等の安全情報
の提供 

 平成１５年４月に開設したホームページ「くらしの安全情報サイ
ト」を通じて、商品・サービスに関する危害・危険、安全性に関す
る情報を提供し、消費者への注意喚起を行うとともに、消費者から
の事故情報の通報、事業者からの商品回収情報等の受付などを行っ
ている。 
 今後とも、都民に対して商品の使用やサービス利用に関する危害
危険情報を幅広く提供するとともに、消費者・事業者からの情報・
意見を収集して、安全施策の実施に有効活用していく。 

生活文化局 

消費生活情報誌
「東京くらしね
っと」の発行 

 消費生活に係わる様々な問題について、的確な情報を提供し、都
民の消費者意識の高揚を図るとともに、主体的・合理的な消費行動
を促進するために、消費生活に関する総合情報誌「東京くらしねっ
と」を発行している。併せて、視覚障害者への情報提供のため、東
京くらしねっとテープ版を作成し、配付している。また、インター
ネットの普及にあわせ、ＷＥＢ版を作成し、東京くらしＷＥＢに掲
載している。 
 提供する内容は、タイムリーな消費者関連情報、消費者問題関連
図書新刊情報、商品事故情報（相談、テストから）、消費者関連講
座・行事情報、消費者相談・被害情報等である。 
 発行に当たっては、都民の参加を得て編集企画会議で掲載内容を
検討するなど、消費者問題に関連する幅広い情報を提供する。 

生活文化局 

消費生活専門図
書館における総
合的な情報提供 

 消費生活総合センター（飯田橋）及び多摩消費生活センター内に
設置した図書資料室を拠点として、都民の消費生活に必要な情報を
はじめ、消費者被害情報・行政情報などさまざまな情報を収集し、
適宜・適切に提供していく。 

生活文化局 

相談テストの実
施及び技術情報
の提供（再掲） 

 商品・サービスによる事故等に関する消費生活相談を処理するに
あたり、その原因究明のため、当該商品等に係るテストや技術情報
の提供等を行うことにより、科学的な視点から、より安全で安心な
消費生活社会の実現を支えてきた。 
 今後とも、商品トラブルの急速な多様化・複雑化に対応するため、
外部の関係機関との連携強化や、より機動的なテストの実施をめざ
す。 

生活文化局 

計量に関する啓
発活動の推進 

計量に関し、消費者が事業者との間の取引に際して不利益を受け
ることがないように行動するには、事業者対応と共に、自らも計量
に関する関心や知識の向上等が望まれる。そのため、計量の理解に
向けて様々な啓発活動を実施している。 
 計量全般を広く扱った計量展「都民計量のひろば」や区市町村等
が主催する消費生活展での普及啓発、計量講演会の開催、資料室の
公開、更には消費者自らが体験してもらうスーパーマーケットの計
量診断や試買審査会への参加等を行っている。この他にも、小学校
への啓発活動への一環として、出前計量教室や親子はかり教室等を
実施している。 
 今後は、参加・体験型の事業展開、消費者と連携した取組や情報
交換等と併せて消費者向けのパンフレットの作成・配布、ホームペ
ージを活用した最新情報の提供、資料室の活用等を一層充実してい
く。 

生活文化局 

 
 



                     - 67 - 

 

 

施策名 施策の概要 所管部局 

マンションの維
持管理や修繕・建
替え等に係る情
報提供・相談支援 

 マンションを、都市の良質なストックとして、社会全体で長く活
用していくためには、適切な維持管理や改修の促進が必要であり、
老朽化したマンションについては建替えの円滑化を図ることが重要
である。このため、都は、以下の施策により、管理組合等を対象に
マンションの維持管理や修繕・建替等に係る情報提供や相談支援に
取り組んでいる。 
１ 管理組合等へのマンションの維持管理や修繕・建替等に係る情
報提供 
 マンションの維持管理や建替え等に係るガイドラインやガイドブ
ックを作成し、情報提供を図っている。  
２ 管理組合の自主運営等を支援（専門家によるアドバイス・情報
提供） 
 管理組合や区分所有者に情報提供やアドバイスを行う「分譲マン
ション管理アドバイザー制度」、「分譲マンション建替え・改修ア
ドバイザー制度」の実施により、管理組合等の自主的な取組の支援
に努めている。 
３ 相談窓口の設置  
 全区市に分譲マンションに係る相談窓口を設置し、管理組合や居
住者からの相談に対応するとともに、各区市の相談窓口で受け付け
た相談のうち、専門家による対応が必要とされるものについては、
都において建築士や弁護士等による専門相談を実施している。 
 今後も引き続き、適切な維持管理及び建替えの円滑化が促進され
るよう、管理組合等に対する支援を行っていく。 

都市整備局 

住宅リフォーム
に係る情報提供
等（一部再掲） 

 リフォームの市場環境が十分に整備されていないことや、契約内
容が曖昧なこと等により、住宅リフォームに関するトラブルが発生
していることから、消費者が安心して住宅リフォームができる環境
を整備していくことが必要である。 
 このため、都は、平成１７年７月に（財）東京都防災・建築まち
づくりセンター及び東京都地域住宅生産者協議会と連携し、「あん
しん住宅リフォーム相談窓口」を設置し、戸建住宅のリフォームに
関する専門家によるアドバイスを行っている。 
 また、平成１９年９月には、リフォーム事業者が守ることが望ま
しい行動基準である「住宅リフォーム事業者行動基準（リフォーム
１０）」を策定した。 
 今後も引き続き、専門相談を実施するほか、事業者団体等に対し
てリフォーム１０の普及を図る等の取組を行っていく。また、消費
者向けの手引となる「(仮称）住宅リフォームガイド」を作成し、消
費者が安心して住宅リフォームを実施することができる環境の整備
に努めていく。 

都市整備局 

住宅の耐震性の
向上 

 平成１９年３月に策定した耐震改修促進計画に基づき、耐震化費
用の助成等の財政的支援、ＤＶＤの活用など広報活動や普及啓発に
より建物所有者が耐震化に取り組みやすい環境を整え、旧耐震基準
で建てられた住宅の耐震化を推進する。 
①木造住宅の耐震化 
・「安価で信頼できる耐震改修工法・装置」を選定し、パンフレ
ットや展示会等で広く紹介 
・一定水準以上の技術者がいる設計事務所を登録、ホームページ
や区市町村の窓口で紹介 

・木造住宅密集地域を対象に、区と連携して耐震診断・耐震改修助
成を実施、区市町村の助成制度についてホームページ等で紹介 

②マンションの耐震化 
③普及啓発等 
 ・耐震化総合窓口により、耐震化に関する様々な相談に対応 
・耐震化に関する様々な情報を、ポータルサイトにより提供  

都市整備局 
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施策名 施策の概要 所管部局 

消費者が安心し
て売買できる既
存住宅市場環境
の整備 

 全住宅取引に占める既存住宅取引の割合は低水準に止まっている
が、その要因の一つに、新築住宅と比較して既存住宅の品質や性能
に関する情報が得られにくいこと等が指摘されている。 
 このため、都は、既存住宅の取引にあたって、売主と買主とが共
有することが大切な情報について、双方が確認すべき事項や売買契
約における留意事項等を盛り込んだ手引書である「安心して住宅を
売買するためのガイドブック」（戸建住宅編：平成１９年７月発行）
（マンション編：平成２０年８月発行）を、不動産流通等関係事業
者と連携して作成し、普及に取り組んでいる。 
 今後も引き続き、ガイドブックの普及啓発等により、消費者が安
心して既存住宅を売買できる市場環境の整備に努めていく。 

都市整備局 

高齢者等向け民
間賃貸住宅に関
する情報提供 

 高齢者や障害者等は、民間賃貸住宅への入居にあたり、入居選別
を受けやすい状況が見られることから、入居支援策を実施すること
により、高齢者等の居住の安定確保を図ることが必要である。 
 このため、都は、以下の制度を活用し、高齢者等の入居を受け入
れる賃貸住宅についての情報提供を行っている。  
①高齢者円滑入居賃貸住宅制度 
 高齢者の入居を受け入れる賃貸住宅を登録し、その情報を広く消
費者に提供する制度 
②あんしん賃貸支援事業 
 高齢者・障害者等の入居を受け入れる賃貸住宅を登録し、その情
報を広く消費者に提供するとともに、あわせて区市町村が関係団体
と連携して様々な居住支援を行う制度 
 今後も引き続き、制度の普及及び活用を促進することにより、高
齢者等の居住の安定確保に向けた取組を進めていく。 

都市整備局 

不動産取引に関
するトラブルの
未然防止（再掲） 

 不動産取引においては、多種多様なトラブル等が発生しており、
相談件数も増加している。 
 このため、都は、不動産の売買・賃貸借等について、電話及び窓
口での相談を行い、トラブル解決へのアドバイスを行っているほか、
宅地建物取引業者に対して、消費者からの相談に基づく指導や業者
の事務所への立入調査等を行い、特に悪質な業者については宅地建
物取引業法に基づく行政処分を行う等により、適正な不動産取引の
確保に努めている。 
 また、平成１６年には「賃貸住宅紛争防止条例」を制定し、宅地
建物取引業者に対して契約時に原状回復等の基本的な考え方や特約
の内容などの説明を行うことを義務付けるとともに、原状回復や入
居中の修繕等の基本的な考え方等についてわかりやすく解説した
「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」の周知を図っている。 
 今後も引き続き、不動産取引に関するトラブルの未然防止に向け
て取り組んでいく。 

都市整備局 

不動産取引に係
る消費者向け情
報提供 

 不動産の取引は、物件が高額であり、また、申込から最終決定に
至るまでに、契約や登記などの複雑な手続きを要する。このため、
消費者の取引に関する知識や経験が不足していることによるトラブ
ルが発生している。 
 このため、都は、消費者向けの「不動産売買の手引」、「住宅賃
貸借契約の手引」などのパンフレットを通じて、不動産取引に関す
る普及啓発を図っている。また、消費者が安心して不動産取引を行
えるよう、宅地建物取引業者の処分履歴等について、名簿の閲覧や
インターネットにより情報提供している。 
 今後も引き続き、消費者向けに不動産取引に係る情報提供を行う
等により、消費者の知識の普及啓発に努めていく。 

都市整備局 

介護サービス事
業者情報の提供
（再掲） 

 介護保険法に基づき指定した介護サービスを提供する事業所（居
宅介護支援、居宅サービス、介護予防サービス、療養型医療施設の
各事業）について、都民のサービス選択に資するよう、名称や所在
地等の情報をインターネット上で公表している。 
 今後とも、介護保険サービスの利用者にとって有用な情報を提供
していく。 

福祉保健局 
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施策名 施策の概要 所管部局 

介護サービス情
報の公表（再掲） 

 介護保険法に基づき、利用者による介護サービス事業者の選択を
支援するため、平成１８年度から、事業者が都に報告する情報及び
都指定の調査機関が事業者を調査した結果を、都指定情報公表セン
ターのホームページで公表している。平成２２年度においても、居
宅サービスや施設サービスなど３５種類を公表対象としている。 
 今後とも、制度の普及に努めていく。 

福祉保健局 

有料老人ホーム
の運営指導及び
都民への情報提
供（再掲） 

 有料老人ホームは、介護保険制度導入を契機として、多様な事業
主体による参入が急速に進み、都民の高齢期におけるケア付き住ま
いの有力な選択肢の一つへと成長している。 
 都民にとって、有料老人ホーム選びは、物理的・経済的負担を伴
う「大きな買い物」であり、様々な情報を適切に活用し、安心して
有料老人ホームを選択できるよう支援することが求められる。 
 ①都民が安心して有料老人ホームを選択できるよう支援するた
め、有料老人ホームに関する基礎的な知識や各種情報の活用方法、
目的に合った有料老人ホーム選びのポイントなどをわかりやすく解
説した小冊子「あんしん なっとく 有料老人ホームの選び方」を
作成。都民情報ルーム等で無料配布し、併せてホームページ上でデ
ータをＰＤＦファイルで提供 
 ②東京都有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、重要事項説
明書に東京都有料老人ホーム設置運営指導指針との適合表の添付を
指導し、入居者の福祉を重視するとともに、適正な事業運営の確保
を促進していく。 

福祉保健局 

生産情報提供食
品事業者登録制
度の促進（再掲） 

 食品に対する安心感や事業者に対する信頼感を高めることを目的
として、平成１６年度から開始した。都民が食品を選択する際の一
助となるよう、生産情報を積極的に提供している事業者を登録して、
それを都民に広く公表している。 
 平成２１年度末現在で登録事業者数は３，９０３事業者となって
いるが、まだ都民に本制度が十分に認知されている状況とはいえな
い。 
 今後は、他県との連携を強化するなど、本制度の普及をさらに推
進していく。 

産業労働局 

生鮮食料品等に
関する情報の提
供（再掲） 

 市場の機能や役割、生鮮食料品等についての知識の普及･啓発を図
るため、消費者に対し、下記により情報の提供を行う。 
 ①インターネットホームページ 
  ②広報用ビデオの貸し出し 
  ③ファクシミリ情報サービス 
 ④パンフレット等印刷媒体 
 ⑤消費生活総合情報誌「東京くらしねっと」（毎月発行）による 
 旬の食材等の情報の掲載 
 近年、「食」に関する消費者の関心の高まっていることから、消
費者が必要な情報を取得し合理的な消費行動を行うことができるよ
う、今後、情報発信内容のさらなる充実を図っていく。 

中央卸売市場 
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（４－２）消費者教育・啓発 

施策名 施策の概要 所管部局 

多重債務問題の
未然防止（再掲） 

 多重債務問題は、まず都民が多重債務に陥らないようにすること
が何より重要である。そのためには、早くから発達段階に応じた金
融経済教育が重要であると考えられる。 
 現在、平成１９年８月に設置した多重債務問題対策協議会におい
て関係機関と連携し、初等中等教育における金融経済教育モデル事
業や大学生協との連携による大学生向け金融経済教育を進めるとと
もに、消費生活総合センターにおいても啓発用ビデオ作成や消費者
講座により社会人も含めた幅広い教育・啓発活動を推進している。 
 今後は、実施した事業の検証を行いながらより効果的な方法を工
夫し、多重債務問題の未然防止を図る。 

生活文化局 

学校等における
消費者教育の充
実 

東京都内における２９歳までの若者の相談件数は、相談件数全体
の約２割程度で推移し、中でも、キャッチセールス、アポイントメ
ントセールスに関する相談件数は、２０代が常に高い割合を占めて
いる。また、２０代までの若者の多重債務に関する相談が毎年１，
０００件前後寄せられている。このように、社会経験の乏しい若者
をねらった悪質商法や、多額の負債を抱えて困難に直面する多重債
務が深刻な社会問題となっている。 
高校生は、卒業後まもなく成人し、様々な契約の主体となる。そ
れを踏まえ、高校生の段階から計画的に実践的な消費者教育を推進
することにより、消費生活に関して、自ら進んで必要な知識を修得
し、必要な情報を収集する等、自主的かつ合理的に行動できる消費
者を育成していく必要がある。 
そのため、都立高校生を対象に、消費者教育に関するリーフレッ
トを作成・配布するとともに、家庭科・公民科などの授業における
学習を踏まえた消費者教育の推進を図っていく。 

生活文化局 
教育庁 

消費者教育の推
進 

自立した主体性のある消費者の育成、支援を図るため、消費生活
に係わる各種講座の開催、消費者教育読本の発行、ビデオソフトの
作成等を行っている。 
 具体的には、一般都民向けの大規模講座、小学校から高校までの
教諭向け講座、また消費者リーダー養成を目的とした講座などで、
さまざまな課題、問題を取り上げ、また受講対象のターゲットを絞
り、的確な講座内容を提供している。 
 今後は、リタイア後の団塊の世代等、新たな消費者層に向けた消
費者講座の展開など、消費者相談の現況などを捉え、的確な講座、
教材作りを行う。 

生活文化局 

協働による消費
者教育・啓発（出
前講座・出前寄
席）の実施（再掲） 

 消費者問題解決のための多様な社会ニーズに応えていくには、行
政の対応だけでは限界があり、これを補完する団体等と連携・協働
することが重要である。消費者が合理的な選択・行動をとっていく
ために有益な情報発信を団体等との協働により実施することによ
り、消費者被害の未然防止・拡大防止を図る。 
 現在以下の２事業を実施している。 
 
①出前講座（コンシューマーエイドの派遣） 
 消費者問題に関する一定の知識を身につけた人を「東京都消費者
啓発員」として養成し、各種団体等が消費者問題についての講座を
実施する際の講師として派遣する。 
②出前寄席（ボランティア落語等による消費者啓発） 
 消費者に有益な情報をわかりやすく伝え、消費者被害の未然防止
を図るため、悪質商法の手口や実態、その対応策等について、大学
の落語研究会及び社会人ボランティアを活用して落語・漫才・コン
トによる出前寄席を実施する。 
 
 今後も新たな消費者問題を題材に、団体等と協働して事業を実施
していく。 

生活文化局 

 

 



                     - 71 - 

 

 

施策名 施策の概要 所管部局 

環境学習の強化 

地球温暖化の要因となっている温室効果ガスのうち二酸化炭素
（ＣＯ２）は、都市活動のあらゆる局面でのエネルギー消費にとも
なって発生するものであり、都民一人ひとりの生活様式や企業活動
が地球温暖化の進行に大きく影響している。とりわけ都内には、約
６９万の中小企業が存在し、都市環境に大きな影響を及ぼしており、
事業活動に環境配慮を組み込んでいくことが必要である。 
こうしたことから都は、環境基本計画において事業活動における
配慮の指針を作成しており、事業者が自発的・自立的に行動するよ
う促している。中小企業の環境配慮経営への取組を一層促進し、一
般都民にもこうした取組を示していくため、環境配慮経営が効果的
にできるよう情報提供等を行う「環境学習講座」を開設し、都の環
境施策に関連する専門的な知識を有する人材育成の場として展開す
る。        

環境局 

食育推進活動支
援のための情報
提供 

 中央卸売市場では、料理講習会や市場まつり等、生鮮食料品流通
に関する知識の普及・啓発のために行う消費者向け事業において、
食育を推進している。また、「東京都食育推進計画」に基づき、実
施している「いちば食育応援隊」事業では、生鮮食料品等やその流
通に関する知識を有する市場関係者を、食育推進活動に有用な人材
として登録し、その情報を広く都民へ提供し派遣している。 
 「いちば食育応援隊」事業は食育を推進する団体により活用され
一定の効果が見られる。今後、より一層派遣の機会を増やすため、
当事業の周知を図り、都民の豊かな食生活の実現に寄与していく。 

中央卸売市場 

消費者教育・環境
教育推進委員会
の開催による消
費者教育の推進 

 区市町村教育委員会を対象とした消費者教育・環境教育推進委員
会を年間２回開催している。この推進委員会において、都内の小・
中学校における消費者教育に関する特色ある取組事例の収集・紹介
や消費生活総合センター等関係機関との情報交換を行うなどによ
り、小・中学校における消費者教育を推進してきた。 
 現在、小・中学校においては、児童・生徒に消費者としての当事
者意識がもてるよう計画的に指導を実施することが重要となってい
る。 
 今後、「契約」などの消費者としての基礎的知識を習得させるた
めに「消費者教育読本」を活用するなど、学校における消費者教育
の推進を図る。 

教育庁 

児童等に対する
防火防災教育 

 児童等への防火防災教育を推進していく中で、遊具、建築設備、
交通機関や日常生活用品等に起因して発生した日常生活事故事例を
基に、これら事故に対する児童等自らの危険予測及び危険回避能力
を高めるための教育を実施する必要がある。そこで、消防職員や消
防団員等が学校に出向いて実施する体系的な防火防災教育を教育関
係機関と連携して推進する。 

東京消防庁 
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（４－３）消費者の組織的な活動への支援 

施策名 施策の概要 所管部局 

適格消費者団体
への支援（再掲） 

  消費者被害が増加する中、消費者個人による訴訟が困難なことを
受けて、内閣総理大臣が認定する団体が消費者に代わり訴訟ができ
る消費者団体訴訟制度が平成１９年６月に創設された。この制度を
担う適格消費者団体が期待される役割を十分果たすことができるよ
う、平成１９年８月に消費者団体訴訟制度連絡会を設置し、定期的
に情報や意見の交換を行うとともに、必要な相談情報の提供、都が
行う専門研修への団体職員参加などの環境整備を進めている。 
 制度発足当時は消費者契約法のみの適用だったが、平成２１年度
以降は景品表示法、特定商取引法にも適用されるようになったこと
から、消費者、事業者への制度の周知、さらに被害救済の実効性を
高めるため、差止請求だけでなく損害賠償請求もできるよう制度を
整備することが課題である。 
 今後は適格消費者団体が活動しやすい環境整備を一層推進すると
ともに、制度の改善について国へ要望していく。  

生活文化局 

生活協同組合の
育成のための指
導・支援 

  生活協同組合は、国民生活の安定と生活文化の向上を期すること
を目的として、昭和２３年に制定された消費生活協同組合法に基づ
き設立される消費者の自主的な非営利の組織体である。 
 都は、生活協同組合の健全な発展を図るため、消費生活協同組合
法に基づく許・認可、検査等を行うとともに、東京都生活協同組合
連合会と連携し、各種相談、業務運営上の各種調査・指導、専門実
務・税務会計等の講習会を行っている。 
  また、制定以来６０年ぶりに大幅改正を行った生協法が平成２０
年４月１日に本格施行されたことを踏まえ、引き続き各生協に対し
改正生協法に関する適切な情報提供及び運用等の指導を行う。 
 消費者の自主的、組織的な活動主体として、社会的にも重要な役
割を担っている生活協同組合の育成を図るため、円滑な指導を行う
とともに、東京都生活協同組合連合会に対する事業補助などを行い、
支援していく。 

生活文化局 

消費者月間事業
における消費者
団体との協働 

 消費者月間事業は、昭和５３年に開始した「消費者週間事業」を、
平成９年度からは「月間事業」とし、都と消費者団体の共催による
事業実施に改め、それぞれ分担金を拠出して実行委員会を構成し、
実施している。 
 消費者の権利の確立と定着を図り、消費者問題を解決するため、
①消費者意識の啓発、➁消費者団体相互の連携強化、③消費者・事
業者・行政の協働の推進を目的として、毎年１０月を中心に各種事
業を展開する。 

生活文化局 
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（４－４）環境問題に配慮する消費者を応援する 

施策名 施策の概要 所管部局 

家庭の省エネ促
進 

（省エネラベリング制度） 
 環境確保条例に基づき、家電製品（エアコン、冷蔵庫、ブラウン
管テレビ、液晶テレビ、プラズマテレビ）を一定台数以上陳列・販
売する事業者に対して、製品へ省エネラベルを表示するよう義務化
している（現行のラベル様式は、平成１８年１０月１日から実施）。 
 今後も、家電販売事業者に対して省エネラベリング制度の周知徹
底を図っていく。 

環境局 

太陽エネルギー
の飛躍的な導入
拡大 

 平成１８年度、世界で最も環境負荷の少ない先進的な環境都市を
実現するため、１００万ｋＷの太陽エネルギー導入を図ることを公
表した。 
 平成２１、２２年度で４万世帯に太陽熱及び太陽光設備を導入す
べく補助事業を実施し、また、このプロジェクトを都民等にＰＲす
るために太陽エネルギーの利用拡大に向けたムーブメントづくりを
進める。 

環境局 

環境問題に配慮
する消費行動促
進支援事業 

地球温暖化対策として、家庭においては、常にＣＯ２の排出を意
識し、その削減に向けて消費や生活のあり方を見直すような取り組
みが重要である。そして、ＣＯ２削減に限らず、化学物質・農薬の
使用抑制や廃棄物の減量・リサイクルなど、環境全般の取組を促す
ために分かりやすく情報提供を行うことは、消費者の安全・安心の
点からも非常に意義がある。 
 そこで、ＮＰＯ団体のグリーン購入ネットワーク（ＧＰＮ）と協
働して、加工食品や衣料品を対象に、省エネやリサイクル情報など
商品の環境配慮性に関する表示を行う店頭実験を実施し、ＧＰＮが
策定する食品・衣服のグリーン購入ガイドラインの普及を促進して
いく。 

環境局 

環境に関するム
ーブメントの醸
成 

 都民参加・体験型イベントの活用などにより、生活に身近な情報
として環境施策をＰＲするなどの工夫を行い、温暖化対策、緑化推
進など環境施策への都民の関心を高め、実際の行動を促進する。 

環境局 

低燃費車利用ガ
イドラインの策
定 

  今後、低公害かつ低燃費な車の利用･導入を促すためのガイドライ
ンをまとめ、都民や事業者に提示し、環境性能の高い自動車の大量
普及を誘導していく。 

環境局 

エコドライブ推
進のための普及
啓発 

 燃費向上によるＣＯ２の削減に大きな効果があるエコドライブを
推進するため、これまで、リーフレットを作成し、安全運転講習、
イベント等で配布したほか、教習所で使用する「学科教本」へのエ
コドライブの記載等を行っている。 
 また、ホームページ上で「エコドライブのすすめ」（映像）を配
信しているとともに、区市町村等での普及啓発ツールとして活用し
てもらうため「エコドライブの勧め」をメディア媒体（ＤＶＤ）化
し、配布するなどしている。 
今後も、都民のエコドライブに対する関心を喚起し、エコドライ
ブの実践へ誘導していく。 

環境局 

地域特性に応じ
た環境交通施策
の展開 

  地域や業界の特性に応じた自動車走行量抑制策や公共交通機関の
利用促進策等を実施することで、ＣＯ２の削減を目指した持続可能
な自動車交通対策を行っていく。 

環境局 
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施策名 施策の概要 所管部局 

都市空間のすき
まの緑化 

都は、平成１８年に策定した「１０年後の東京」において、『水
と緑の回廊で包まれた、美しいまち東京を復活させる』ことを第一
の柱として掲げ、「緑の東京１０年プロジェクト」を推進している。 
 緑は、都民に潤いや安らぎを与えるだけでなく、都市防災やヒー
トアイランド対策などの都市環境の改善、美しい都市景観の創出、
生態系の保全への寄与など、その役割は多様かつ重要なものである。 
 都市空間のすきまには、まだ緑化可能な空間が存在するが、緑化
の方法が分からないなどから、緑化が進んでいないということがあ
る。 
 都は、これまでも壁面緑化の手法などを説明した「壁面緑化ガイ
ドライン」の策定・公表などを行ってきたが、今後は、平成２０年
度に策定した「駐車場緑化ガイド」も合わせて活用し、都市空間の
すきまの緑化を一層促進していく。 

環境局 

緑のムーブメン
トに関わる普及
啓発事業 

 都は、平成１８年に策定した「１０年後の東京」において、『水
と緑の回廊で包まれた、美しいまち東京を復活させる』ことを第一
の柱として掲げ、「緑の東京１０年プロジェクト」を推進している。 
 緑は、都民に潤いや安らぎを与えるだけでなく、都市防災やヒー
トアイランド対策などの都市環境の改善、美しい都市景観の創出、
生態系の保全への寄与など、その役割は多様かつ重要なものである。 
 都は今までも緑についての普及啓発事業を行ってきたが、緑の保
全・創出を進めるためには、より多くの都民に知ってもらうことが
重要である。 
 そこで、各種イベントとのタイアップなど、普及啓発を行ってい
く。 

環境局 

環境金融プロジ
ェクト 

 気候変動をはじめとする環境の危機を克服するためには、経済活
動の血液とも言える金融が、企業と個人の環境配慮行動を促進する
経済的インセンティブとしての役割を一層高めていく必要がある。 
 これを踏まえ、都は「環境金融プロジェクト」を平成１７年度よ
り開始し、都内金融機関に対し、企業の環境対策や都民の環境配慮
行動を支援する金融商品の開発を要請するなどしてきた。 
 このような中で、都は７０億円の資金を活用し、都民の参加を得
て家庭やＮＰＯ、企業が行う環境配慮事業を５年間継続して支援す
る「エコ金融プロジェクト」を創設し、環境配慮の機運を醸成すべ
く２２年度も継続して取組む。  

環境局 

市民や地域参加
型の再生可能エ
ネルギー導入プ
ロジェクト 

 これまで再生可能エネルギーパイロット事業などで、風力発電設
備（愛称「東京風ぐるま」）や太陽光発電設備（愛称「ひだまりー
な」）の設置などにより、市民や地域参加型の事業を進めてきた。
平成２０年３月改定の東京都環境基本計画により、これをより強化
すべく広範な連携を進めるものとした。 
そこで、都内における再生可能エネルギーの旺盛な需要と、自然
豊かな地域が創り出す再生可能エネルギーの供給を結びつけ、市民
や地域参加型の地域間連携のプロジェクトを推進する。 

環境局 

省エネ型ボイラ
ー等の普及 

 ＮＯｘ低減対策として、大気汚染防止法の規制対象より規模の小
さいボイラー、ガスヒートポンプなど業務用小規模燃焼機器につい
て、都が定めた認定基準に適合した機器を認定し、普及拡大を図っ
てきた。 
 一方、都におけるＣＯ２排出量の約１割が小規模燃焼機器からの
排出であると推計されている。そのため、これまでの低ＮＯｘ性能
に加え、省エネ性能にも優れた小規模燃焼機器を「低ＮＯｘ・（超）
高効率燃焼機器」として認定し、低ＮＯｘと低ＣＯ２が両立した環
境性能の優れた燃焼機器の普及拡大を図る。 

環境局 
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施策名 施策の概要 所管部局 

建築物環境計画
書制度の強化 

大規模な建築物の新築・増築を行う建築主に、環境配慮の措置と
評価を記載した建築物環境計画書の提出を義務付け、都がその内容
を公表することで建築主の環境配慮の取組を誘導するとともに、環
境に配慮した建築物が評価される市場の形成を図ることをねらいと
して、平成１４年６月より実施している。その後、平成１７年１０
月からは、評価基準を充実・強化し、大規模なマンションの販売広
告にマンション環境性能表示を義務化し、マンションを購入しよう
とする人に対し、環境に配慮したマンションを選択しやすいような
仕組みとした。 
 平成２０年度に「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」
（環境確保条例）を改正、平成２１年度に規則等の改正を行い、対
象規模の拡大、マンション環境性能表示の拡大、再生可能エネルギ
ーの導入検討義務化、省エネルギー性能評価書制度の創設などの制
度構築を行った。 
今年度は１０月１日から対象規模の拡大の実施により、建築主の
環境配慮への取組を促していく。 

環境局 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     - 76 - 

 
 
 
（４－５）食に関する持続可能な消費生活の実現 

施策名 施策の概要 所管部局 

消費者教育の推
進（再掲） 

 自立した主体性のある消費者の育成、支援を図るため、消費生活
に係わる各種講座の開催、消費者教育読本の発行、ビデオソフトの
作成等を行っている。 
 具体的には、一般都民向けの大規模講座、小学校から高校までの
教諭向け講座、また消費者リーダー養成を目的とした講座などで、
さまざまな課題、問題を取り上げ、また受講対象のターゲットを絞
り、的確な講座内容を提供している。 
 今後は、リタイア後の団塊の世代等、新たな消費者層に向けた消
費者講座の展開など、消費者相談の現況などを捉え、的確な講座、
教材作りを行う。                   

生活文化局 

消費者月間事業
における消費者
団体との協働（再
掲） 

 消費者月間事業は、昭和５３年に開始した「消費者週間事業」を、
平成９年度からは「月間事業」とし、都と消費者団体の共催による
事業実施に改め、それぞれ分担金を拠出して実行委員会を構成し、
実施している。 
 消費者の権利の確立と定着を図り、消費者問題を解決するため、
①消費者意識の啓発、➁消費者団体相互の連携強化、③消費者・事
業者・行政の協働の推進を目的として、毎年１０月を中心に各種事
業を展開する。 

生活文化局 
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政策課題５ 消費者の意見や考えを、行政や事業者の活動に活かす 

（５－１）消費者の都政への参加・参画 

施策名 施策の概要 所管部局 

消費生活基本調
査  

 消費生活行政を効果的に展開するため、基本調査を実施し、消費
者を取り巻く環境変化を的確に把握する。その結果は、消費生活対
策審議会の審議のための基礎資料として活用する。 
 今後も消費生活行政の基礎資料となる調査を行い活用を図ってい
く。  

生活文化局 

消費生活調査員
調査  

 市場ルールの遵守状況の把握や市場監視を都民との協働により実
施するため、消費生活調査員を公募し、調査を行っている。小売店
舗等における商品等の表示及び食品等の計量に係る法律の遵守状況
を調査し、その結果を事業者指導等に活用するとともに、事業行為
の適正化を図ることで、都民の消費生活の安定と向上に努める。調
査内容等はホームページに掲載する。 
 消費生活調査員制度は平成１４年に開始し、一般調査員５００人
を目途に選任している。調査は３区分(ＪＡＳ法に基づく品質表示調
査、景品表示法に基づく表示・広告調査、計量法に基づく量目調査）
で行い、調査回数は年間延べ１４回程度実施している。 

生活文化局 

インターネット
アンケート調査  

 消費生活上の課題となっている事項等について、都民の意識や動
向を調査し、消費者行政に関する基礎資料とする。 
 平成１４年度から調査を開始し、子どもの衣類や折りたたみ椅子
についてアンケートを実施した。 
 今年度も、消費生活上の課題をテーマに、インターネットアンケ
ートにより都民の意識や実態を調査し消費生活行政の基礎資料とす
る。 

生活文化局 

消費生活情報誌
「東京くらしね
っと」の発行（再
掲） 

 消費生活に係わる様々な問題について、的確な情報を提供し、都
民の消費者意識の高揚を図るとともに、主体的・合理的な消費行動
を促進するために、消費生活に関する総合情報誌「東京くらしねっ
と」を発行している。併せて、視覚障害者への情報提供のため、東
京くらしねっとテープ版を作成し、配付している。また、インター
ネットの普及にあわせ、ＷＥＢ版を作成し、東京くらしＷＥＢに掲
載している。 
 提供する内容は、タイムリーな消費者関連情報、消費者問題関連
図書新刊情報、商品事故情報（相談、テストから）、消費者関連講
座・行事情報、消費者相談・被害情報等である。 
 発行に当たっては、都民の参加を得て編集企画会議で掲載内容を
検討するなど、消費者問題に関連する幅広い情報を提供する。 

生活文化局 

世論調査による
防災用品の訪問
販売等の被害防
止対策の推進 

 都民を対象とした消防に関する世論調査結果に基づき、消火器等
の不適正販売の実態等を把握し、被害防止を呼びかけていく。 東京消防庁 
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（５－２）消費者との協働の推進 

施策名 施策の概要 所管部局 

東京都生活協同
組合連合会との
協働による消費
者啓発事業の実
施 

 都民の消費者被害を防ぐためには、行政だけではなく、消費者団
体と連携･協力して、必要な情報を消費者に提供していく必要があ
る。 
 そこで、都内最大の消費者団体である東京都生活協同組合連合会
と協定を締結し、東京都が掲載記事を作成し、生活協同組合連合会
が、会員生協が行う物資の宅配ネットワーク等を利用し、消費者に
対して消費生活に関わる記事を直接送付する。また、２２年度から
は新たに大学生協を対象とし、大学生協の学生委員を対象とした消
費者問題講座等及び一般大学生に対する啓発を行う。このように、
消費生活に関わる様々な問題について都民に的確に情報を提供する
ことで、消費者被害の未然防止・拡大防止を図る。 
 なお、この協働事業は、東京都消費者行政活性化基金を活用し、
平成２１年度から２３年度までの３年間集中的に実施する。 

生活文化局 

消費者団体等と
の協働 

 消費者問題の解決には、専門的な知識を身につけた消費者団体等
との協働が欠かせない。そこで協働の相手方である消費者団体等の
自主的な活動等を支援し、協働のための環境整備を行い、東京都消
費者月間事業等の協働事業を一層推進する。 

生活文化局 

協働による消費
者教育・啓発（出
前講座・出前寄
席）の実施（再掲） 

 消費者問題解決のための多様な社会ニーズに応えていくには、行
政の対応だけでは限界があり、これを補完する団体等と連携・協働
することが重要である。消費者が合理的な選択・行動をとっていく
ために有益な情報発信を団体等との協働により実施することによ
り、消費者被害の未然防止・拡大防止を図る。 
 現在以下の２事業を実施している。 
 
①出前講座（コンシューマーエイドの派遣） 
 消費者問題に関する一定の知識を身につけた人を「東京都消費者
啓発員」として養成し、各種団体等が消費者問題についての講座を
実施する際の講師として派遣する。 
②出前寄席（ボランティア落語等による消費者啓発） 
 消費者に有益な情報をわかりやすく伝え、消費者被害の未然防止
を図るため、悪質商法の手口や実態、その対応策等について、大学
の落語研究会及び社会人ボランティアを活用して落語・漫才・コン
トによる出前寄席を実施する。 
 
 今後も新たな消費者問題を題材に、団体等と協働して事業を実施
していく。 

生活文化局 

学校向け悪質商
法被害防止出前
講座の実施（再
掲） 

  若者の消費者被害を商法別にみると、「キャッチセールス」「ア
ポイントメントセールス」「マルチ商法」によるものが多く、社会
経験が浅く、契約に対する知識や経験も少ない若者を悪質事業者が
ターゲットにしていることがうかがえる。このような悪質商法の被
害を防止するためには、特に、社会に出る前の学生・生徒に対する
消費者教育・啓発が必要である。 
  都内の学校へ、消費生活相談の経験をもつ相談員などの講師を派
遣する「学校向け悪質商法被害防止の出前講座」を実施することに
より、「集める教育」では参加の難しい消費者へ学習の機会を提供
するとともに、若者に対してきめ細かい啓発を図ることにより、増
加する若者の消費者被害を未然に防止する。 

生活文化局 

消費者月間事業
における消費者
団体との協働（再
掲） 

 消費者月間事業は、昭和５３年に開始した「消費者週間事業」を、
平成９年度からは「月間事業」とし、都と消費者団体の共催による
事業実施に改め、それぞれ分担金を拠出して実行委員会を構成し、
実施している。 
 消費者の権利の確立と定着を図り、消費者問題を解決するため、
①消費者意識の啓発、②消費者団体相互の連携強化、③消費者・事
業者・行政の協働の推進を目的として、毎年１０月を中心に各種事
業を展開する。 

生活文化局 
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（５－３）都と区市町村との連携 

施策名 施策の概要 所管部局 

東京都消費者行
政活性化基金の
活用 

 都は、国から地方消費者行政活性化交付金の交付を受け、都及び
区市町村の消費生活相談窓口のさらなる機能強化等を図るため、東
京都消費者行政活性化基金を造成した。この基金は、平成２１年度
から平成２３年度まで毎年度取り崩し、都及び区市町村は国の定め
たメニューに沿って消費者行政活性化のための事業を実施する。 
 この基金の活用については、区市町村が実施する事業に重点的に
配分してその積極的な施策展開を促進し、都の事業と併せて都域全
体の消費者行政の更なる強化を図っていく。 

生活文化局 

消費生活総合セ
ンター及び多摩
消費生活センタ
ーの充実 

 消費生活総合センターは、昭和４４年に設置された「東京都消費
者センター」を再編整備して平成９年４月に発足した。 
 区市町村消費生活センターの「センター・オブ・センターズ」と
して、区市町村消費生活センター支援の強化を図っているが、その
役割を一層強化するとともに、消費生活に関する総合的な支援施設
として機能を充実させる。 

生活文化局 

区市町村相談窓
口の支援強化（再
掲） 

 東京都と都内区市町村は、これまで密接な連携・協力の下、都内
相談体制の充実強化を進めてきた。役割分担としては、都は高度専
門的機能、広域的機能、区市町村支援・補完機能、センサー機能を
担い、区市町村は基礎的自治体として住民に身近な窓口としての機
能を果たしている。 
 今後とも、住民に身近な相談窓口である区市町村の消費生活相談
窓口に対して、都の高度専門的機能を活かし、相談マニュアルの作
成・提供、専門的知識を有する弁護士等の消費生活相談アドバイザ
ーによる助言、消費生活相談支援サイトの運用などによる支援を進
め、都域全体の消費者被害防止・救済を図っていく。 

生活文化局 

区市町村消費者
行政への支援 

 区市町村の消費生活行政の推進を支援するため、消費生活行政担
当職員や相談員を対象に職務に係る知識や実務能力の向上に資する
ための研修を行うとともに、消費者行政に関する情報等を収集・提
供することを通じ、情報の共有化、円滑な事業展開及び相互連携を
図る。 

生活文化局 

 
 


